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興
福
寺
東
門
院
の
相
承

│
│
文
明
四
年
北
畠
氏
子
弟
入
室
の
前
提
│
│

大

薮

海

は
じ
め
に

平
安
時
代
の
中
頃
よ
り
、
そ
れ
ま
で
俗
世
と
の
関
わ
り
が
希
薄

で
あ
っ
た
寺
院
内
に
、
子
弟
の
入
室
と
い
う
形
で
貴
族
勢
力
が
進

出
し
て
い
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
（
1
）
。
貴
族
側
は
新
た
な

経
済
基
盤
の
獲
得
を
意
図
し
て
子
弟
を
入
室
さ
せ
る
一
方
、
寺
院

側
も
子
弟
を
受
け
容
れ
る
こ
と
の
対
価
と
し
て
、
貴
族
に
対
し
て

外
護
者
や
檀
越
と
し
て
の
役
割
を
期
待
し
た
た
め
、
両
者
の
利
害

が
一
致
し
た
貴
族
子
弟
の
寺
院
へ
の
入
室
は
、
盛
ん
に
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。

興
福
寺
に
お
い
て
も
、
藤
原
氏
の
氏
寺
で
あ
る
と
い
う
性
格
か

ら
、
同
氏
出
身
者
の
入
室
が
多
く
み
ら
れ
る
。
彼
等
は
寺
内
の
院

家
（
2
）を
相
続
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
一
族
・
近
親
者
に
伝
え
た
。
院
家

の
所
領
は
貴
族
の
家
領
と
同
様
の
位
置
付
け
を
与
え
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
、
鎌
倉
期
に
は
特
定
氏
族
に
よ
る
院
家
の
相
承
が
一
般
化

す
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
院
家
の
中
で
も
摂
関
家
出
身
者
（
�

貴
種
）
が
相
次
い
で
入
室
し
た
大
乗
院
や
一
乗
院
は
門
跡
と
称
さ

れ
、
他
の
貴
族
出
身
者
（
�
良
家
）
が
入
室
し
た
諸
院
家
と
は
区

別
さ
れ
た
。
鎌
倉
期
に
興
福
寺
の
院
家
は
四
十
以
上
を
数
え
、
そ

れ
ぞ
れ
一
乗
院
方
と
大
乗
院
方
に
分
か
れ
て
い
た
が
、
室
町
期
に

入
る
と
そ
の
数
は
十
程
度
に
減
少
し
、
そ
の
大
半
が
室
町
幕
府
と

関
係
を
深
め
た
日
野
流
出
身
者
に
よ
り
管
領
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
っ
た
（
3
）
。

そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
文
明
四
年
（
一
四

七
二
）
四
月
に
な
さ
れ
た
伊
勢
の
北
畠
政
郷
弟
（
教
具
息
）
の
興

福
寺
東
門
院
入
室
で
あ
る
（
4
）
。
北
畠
氏
は
「
伊
勢
国
司
」
の
通
称
で

知
ら
れ
る
村
上
源
氏
の
一
族
で
あ
り
、
当
時
は
貴
族
で
あ
り
な
が

ら
伊
勢
守
護
に
補
任
さ
れ
て
い
た
（
5
）
。
入
室
当
時
政
郷
弟
は
一
二
歳

興
福
寺
東
門
院
の
相
承

一
九
（
二
九
五
）



で
、
二
年
あ
ま
り
後
に
得
度
し
て
孝
尊
と
称
し
た
（
6
）
。

こ
の
一
件
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
北
畠
氏
研
究
に
お
い
て

も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
意
義
や
背
景
に
つ
い
て
の
言

及
は
少
な
く
、
わ
ず
か
に
北
畠
氏
の
「
支
配
構
造
の
変
容
期
（
7
）
」
に

起
き
た
出
来
事
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

一
方
、
興
福
寺
の
院
家
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
の
一
件
以
後
、

東
門
院
が
興
福
寺
と
北
畠
氏
と
の
交
渉
窓
口
と
な
っ
た
こ
と
が
永

島
福
太
郎
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
8
）
。
永
島
氏
の
研
究
は
興

福
寺
院
家
に
つ
い
て
は
じ
め
て
包
括
的
か
つ
詳
細
に
論
じ
た
も
の

で
あ
り
、
東
門
院
の
相
承
に
つ
い
て
も
そ
の
考
証
の
大
半
が
有
効

と
思
わ
れ
る
が
、
や
は
り
そ
の
背
景
に
つ
い
て
は
述
べ
ら
れ
て
い

な
い
。
永
島
氏
以
後
で
は
富
貴
原
章
信
氏
（
9
）
や
高
山
京
子
氏
（
10
）
が
他
の

院
家
の
相
承
と
と
も
に
東
門
院
の
相
承
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い

る
が
、
永
島
氏
の
研
究
以
上
の
成
果
は
得
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
こ
の
一
件
は
、
興
福
寺
院
家
相
承
者
と
し
て
日
野

流
出
身
者
が
大
半
を
占
め
る
中
、
村
上
源
氏
出
身
者
が
、
さ
ら
に

貴
族
で
あ
り
な
が
ら
伊
勢
守
護
に
補
任
さ
れ
る
と
い
う
特
異
な
立

場
に
あ
っ
た
北
畠
氏
の
出
身
者
が
院
家
に
入
室
し
た
と
い
う
、
非

常
に
興
味
深
い
事
例
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
北
畠
氏
研
究
と

興
福
寺
院
家
研
究
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
注
目
さ
れ
て
き
た
と
は

い
い
難
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
北
畠
氏
出
身
者
が
東
門

院
に
入
室
す
る
に
至
る
ま
で
に
は
北
畠
氏
と
東
門
院
の
双
方
に
何

ら
か
の
意
図
や
事
情
が
存
在
し
た
こ
と
が
容
易
に
推
測
さ
れ
、
双

方
の
利
害
関
係
が
一
致
し
た
か
ら
こ
そ
、
入
室
が
実
現
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
本
稿
で
は
、
そ
れ
ら
の
考
察
を
行
う
た
め
の
準
備

と
し
て
、
東
門
院
の
相
承
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
双
方
の
意
図
や
事
情
を
探
る
う
え
で
、
東
門
院
と
い
う
院
家

が
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
を
有
す
る
院
家
な
の
か
を
知
る
こ
と

は
必
要
不
可
欠
の
作
業
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
根
幹
と

な
る
東
門
院
相
承
に
関
す
る
研
究
は
、
先
述
の
永
島
氏
の
研
究
以

来
、
ほ
と
ん
ど
進
展
が
み
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
永
島
氏
以
後

の
他
の
研
究
や
史
料
の
再
検
討
な
ど
に
よ
り
、
東
門
院
相
承
の
歴

史
を
最
初
か
ら
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
検
討
す
る
期
間
は
、

東
門
院
の
成
立
か
ら
孝
尊
が
入
室
し
た
当
時
の
東
門
院
主
孝
祐
が

院
主
職
を
相
承
す
る
ま
で
と
し
、
孝
尊
が
入
室
で
き
た
背
景
や
事

情
を
明
ら
か
に
す
る
手
が
か
り
を
得
た
い
。

第
一
章

東
門
院
の
伝
承
的
成
立

前
掲
の
永
島
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
東
門
院
は
近
衛
基
通
の
発

願
に
始
ま
る
と
さ
れ
て
い
る
。
史
料
上
の
初
見
は
『
興
福
寺
別
当

史

学

第
八
〇
巻

第
四
号

二
〇
（
二
九
六
）



次
第
（
11
）
』
に
載
せ
ら
れ
た
建
保
六
年
（
一
二
一
八
）
の
記
事
と
さ
れ
、

そ
こ
に
み
え
る
「
東
門
院
」
を
初
代
院
主
と
永
島
氏
は
推
定
し
て

い
る
（
12
）
。
一
方
富
貴
原
氏
は
、
鎌
倉
初
期
に
そ
の
名
を
確
認
で
き
る

公
縁
を
初
代
院
主
と
み
て
お
り
（
13
）
、
高
山
氏
も
同
様
の
見
方
を
し
て

い
る
（
14
）
。
し
か
し
永
島
氏
は
別
の
研
究
に
お
い
て
、
修
円
が
東
門
院

を
開
い
た
と
も
し
て
い
る
（
15
）
。
一
体
東
門
院
は
い
つ
頃
成
立
し
、
誰

に
よ
っ
て
開
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
修
円
開
基
説
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
修
円
は
興
福

寺
第
四
代
別
当
を
務
め
た
人
物
で
、
前
掲
『
興
福
寺
別
当
次
第
』

に
は
、
賢
憬
の
資
で
あ
る
と
か
「
小
谷
氏
、
大
和
国
人
」
な
ど
と

書
か
れ
て
い
る
。
任
別
当
期
間
に
は
異
説
も
多
い
よ
う
で
あ
る
が
、

概
ね
弘
仁
・
天
長
年
間
（
八
一
〇
〜
八
三
三
）
頃
に
そ
の
任
に
あ

っ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
最
澄
と
親
密
な
交
流
が
あ
っ
た
こ

と
が
知
ら
れ
、
最
澄
か
ら
日
本
最
初
の
灌
頂
を
受
け
た
と
も
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
な
か
で
も
、
師
で
あ
る
賢
憬
に
よ
っ
て
開
か
れ

た
室
生
寺
を
継
承
し
て
発
展
さ
せ
た
こ
と
は
、
修
円
の
大
き
な
業

績
と
い
え
よ
う
（
16
）
。

し
か
し
そ
の
『
興
福
寺
別
当
次
第
』
に
載
せ
ら
れ
た
修
円
の
略

伝
に
は
、
伝
法
院
を
開
い
た
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
（
17
）
、
東

門
院
を
開
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
一
切
言
及
が
な
い
。
加
え
て
、

修
円
に
つ
い
て
論
じ
た
先
行
研
究
に
お
い
て
も
、
室
生
寺
伝
法
院

と
の
関
係
か
ら
修
円
が
興
福
寺
伝
法
院
の
開
祖
で
あ
る
こ
と
は
取

り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
修
円
と
東
門
院
と
の
関
係
に
は

ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
（
18
）
。

東
門
院
と
修
円
の
関
係
に
つ
い
て
は
じ
め
て
触
れ
た
永
島
氏
は
、

そ
の
論
拠
を
「
興
福
寺
側
の
所
伝
」
と
し
か
記
し
て
い
な
い
た
め
、

そ
の
言
説
の
具
体
的
な
根
拠
を
知
る
こ
と
は
難
し
い
（
19
）
。
し
か
し
、

そ
の
永
島
氏
の
論
拠
と
み
ら
れ
る
記
事
が
、『
雑
事
記
』
中
に
あ

る
。

【
史
料
一
】
『
雑
事
記
』
文
明
四
年
（
一
四
七
二
）
六
月
一
三
日

条

一
、
今
日
修
円
僧
都
忌
日
也
、
上
古
於
伝
法
院
深（
密
）
蜜
会
修
之
由

（
記
脱
ヵ
）

見
禄
者
也
、
五
師
四
帖
双
子
等
在
之
歟
、
東
門
院
・
伝
法

院
共
以
修
円
坊
也
、
修
円
者
室
生
山
ニ
入
滅
、
弘
法
大
師

同
時
仁
也
、
大
威
徳
明
王
化
身
云
々
、（
下
略
）

す
な
わ
ち
こ
の
記
事
か
ら
は
、
修
円
の
忌
日
に
あ
た
る
六
月
一

三
日
に
昔
は
伝
法
院
に
お
い
て
深
密
会
が
修
さ
れ
て
い
た
こ
と
、

東
門
院
と
伝
法
院
が
と
も
に
「
修
円
坊
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
な
ど
が
看
取
さ
れ
る
。
伝
法
院
が
修
円
に
よ
り
開
か
れ
た
こ

と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
東
門
院
と
伝
法
院
が
「
修
円
坊
」
で
あ
る
と

い
う
こ
と
は
、
両
院
と
も
修
円
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
と
い
う
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
よ
う
。

興
福
寺
東
門
院
の
相
承

二
一
（
二
九
七
）



伝
法
院
が
修
円
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
院
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、『
興
福
寺
別
当
次
第
』
以
外
に
も
平
安
期
に
記
さ
れ
た
『
中

右
記
』
に
徴
証
が
あ
る
た
め
（
20
）
、
お
そ
ら
く
事
実
と
認
め
て
よ
い

―
少
な
く
と
も
一
一
世
紀
末
に
伝
法
院
が
存
在
し
、
そ
れ
が
修
円

に
よ
っ
て
開
か
れ
た
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
―
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
東
門
院
に
つ
い
て
は
、
管
見
の
限
り
で
は
あ
る

が
、
室
町
期
に
記
さ
れ
た
【
史
料
一
】
以
外
、
修
円
と
の
繋
が
り

を
示
す
史
料
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
修
円
が
東
門
院

を
開
い
た
と
す
る
言
説
を
そ
の
ま
ま
事
実
と
認
め
る
こ
と
は
躊
躇

さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
修
円
と
東
門
院
の
間
に
は
全
く
関
係
が
な
か

っ
た
と
も
い
い
切
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
伝
法
院
領
の
一
部
を
東

門
院
が
継
承
し
て
い
た
り
、
か
つ
て
伝
法
院
で
行
わ
れ
て
い
た
深

密
会
が
東
門
院
で
催
行
さ
れ
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
21
）
。
東
門
院

は
、
伝
法
院
を
介
し
て
修
円
と
繋
が
り
を
有
し
て
い
た
と
は
い
え

よ
う
。

さ
ら
に
、
東
門
院
の
成
立
に
関
係
し
た
と
さ
れ
る
僧
は
修
円
以

外
に
も
そ
の
名
を
見
出
せ
る
。『
雑
事
記
』
と
同
じ
く
室
町
期
に

大
乗
院
門
跡
で
あ
っ
た
尋
尊
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
『
三
箇
院
家

抄
（
22
）』
の
中
に
、「
血
脉
相
承
次
第
等
」
と
題
さ
れ
た
記
事
が
あ
る
。

そ
れ
は
そ
の
名
の
通
り
複
数
の
血
脈
に
つ
い
て
、
相
承
者
を
線
で

繋
げ
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
次
の
よ
う
な
記
事
が

あ
る
。

【
史
料
二
】
『
三
箇
院
家
抄

第
一
』（
第
一
〇
丁
裏
貼
込
）

右
に
掲
げ
ら
れ
た
僧
侶
の
う
ち
、
�
禅
は
同
じ
く
『
三
箇
院
家

抄
』
の
中
の
「
三
箇
院
家
等
相
伝
次
第
」
に
初
代
大
乗
院
門
跡
で

あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
【
史
料
二
】
で
院
家
の
名
と

と
も
に
「
本
願
」
と
付
さ
れ
た
僧
侶
は
、
そ
の
院
家
の
初
代
院
主

で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
仁
秀
が
初
代
東
門

院
主
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

仁
秀
は
、
興
福
寺
初
代
別
当
で
あ
る
慈
訓
が
別
当
を
停
任
さ
れ

て
い
る
間
、
寺
主
と
し
て
別
当
の
職
務
を
代
行
し
た
こ
と
が
知
ら

れ
て
い
る
（
23
）
。
し
か
し
そ
れ
以
外
の
事
績
は
知
ら
れ
ず
、
東
門
院
と

の
関
係
も
不
明
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
右
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
修
円
・
仁
秀
い
ず
れ
の
開

基
説
も
史
料
的
根
拠
が
弱
く
、
そ
の
ま
ま
そ
れ
を
事
実
と
認
め
る

こ
と
に
は
充
分
な
注
意
が
必
要
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
室
町
期

○
良
敏
大
僧
都

慈
訓

僧
都
寺
務
初

仁
秀

本
願
東
門
院

寺
主

願
安

本
願
金
肪
寺

平
源

安
秀

長
保

�
禅

頼
実

公
範

本
願
大
乗
院

禅
定
院

尋
範
大
乗
院

信
円
大
乗
院

史
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の
興
福
寺
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
言
説
が
流
布
し
て
い
た
こ
と
は

確
か
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
東
門
院
と
北
畠
氏
の
関
係
に
つ
い
て

考
察
す
る
う
え
で
も
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

第
二
章

東
門
院
の
実
質
的
成
立

―
特
定
氏
族
に
よ
る
相
承
確
立
以
前
―

前
章
で
は
同
時
代
史
料
に
よ
っ
て
東
門
院
の
存
在
を
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
平
安
末
期
に
な
る
と
、
同
時
代
史
料

に
も
そ
の
名
が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
本
章
で
は
、
平
安
末

期
以
降
の
東
門
院
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。

先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
東
門
院
の
史
料
上
の
初
見
は
『
興
福
寺

別
当
次
第
』
の
記
事
で
あ
る
こ
と
が
永
島
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ

て
い
る
（
24
）
。
し
か
し
、
そ
れ
以
前
の
史
料
に
も
東
門
院
の
名
称
を
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
と
え
ば
、
興
福
寺
所
蔵
の
廻
請
は
そ
の
よ
う
な
史
料
の
一
つ

で
あ
る
（
25
）
。
廻
請
と
は
、
各
法
会
に
勤
仕
す
べ
き
僧
の
名
を
列
挙
し

た
も
の
で
あ
り
、
事
前
に
廻
覧
、
あ
る
い
は
法
会
当
日
に
用
意
さ

れ
、
参
会
の
意
志
が
あ
る
僧
も
し
く
は
参
会
し
た
僧
は
自
ら
の
名

の
下
に
「
奉
」
と
書
い
た
。
廻
請
を
活
用
し
た
研
究
に
林
文
子
氏

や
末
柄
豊
氏
の
研
究
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
大
き
な
成
果
を
得
て
い

る
（
26
）。
特
に
末
柄
氏
は
、
廻
請
を
年
次
別
に
整
理
し
て
追
っ
て
い
た

際
に
薬
師
寺
別
当
の
僧
官
位
が
変
動
（
後
退
）
す
る
こ
と
に
着
目

し
、
こ
れ
ま
で
不
明
瞭
で
あ
っ
た
鎌
倉
期
の
薬
師
寺
別
当
の
歴
代

に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。
末
柄
氏
の
手
法
は
東
門
院
の
歴
代
院

主
を
明
ら
か
に
す
る
際
に
も
有
効
と
思
わ
れ
る
の
で
、
以
下
で
は

末
柄
氏
の
手
法
に
倣
い
、
廻
請
を
手
が
か
り
と
し
て
東
門
院
の
歴

代
院
主
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

廻
請
に
お
い
て
東
門
院
の
名
称
が
現
れ
る
の
は
、
文
治
二
年

（
一
一
八
六
）
か
ら
で
あ
る
。

【
史
料
三
】
文
治
二
年
八
月
二
五
日
付
法
華
会
講
問
廻
請
写

（『
故
廻
請
之
写
』）

表
書
ニ
云

六文
治
二
年
法
華
会
講
問
廻
請

政
所

請
定
当
年
法
華
会
講
読
法
用
聴
衆
事

講
師
宗
海
大
法
師
奉

読
師
相
尊
大
法
師
奉

聴
衆

長
官（
信
円
）

権
僧
正

権
長
官
法（
覚
憲
）

印
権
大
僧
都

元
興
寺
権
大
僧
都

松
林
院（
雅
縁
）

権
大
僧
都

興
福
寺
東
門
院
の
相
承

二
三
（
二
九
九
）



光
明
院
前
権
少
僧
都

伝
法
院
権
少
僧
都

上
階
法
眼

転
経
院
法
眼

東
門
院
法
眼

竹
林
院
法
眼

西
大
寺
法
眼

禅
支
院
権
律
師

法
花
寺
権
律
師

一
室
権
律
師

東
院
権
律
師

（
常
）
成
寿
院
法
橋

（
中
略
）

右
依
例
請
定
如
件
、

文
治
二
年
八
月
廿
五
日

別
当
権
僧
正
法
印
大
和
尚
位
判

権
別
当
法
印
大
和
尚
位
権
大
僧
都
判

右
の
史
料
に
お
い
て
聴
衆
の
中
で
第
九
位
に
名
を
連
ね
て
い
る

「
東
門
院
法
眼
」
は
、
東
門
院
主
の
史
料
上
に
お
け
る
初
見
で
も

あ
り
、
後
述
の
よ
う
に
（
仁
秀
や
修
円
な
ど
を
除
い
た
実
質
上

の
）
初
代
東
門
院
主
と
み
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
。
ま
ず
は
こ
の

「
東
門
院
法
眼
」
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

廻
請
は
寿
永
二
年
（
一
一
八
三
）
以
降
の
分
が
現
存
し
て
い
る

た
め
、【
史
料
三
】
以
前
に
は
寿
永
二
年
・
元
暦
元
年
（
一
一
八

四
）・
元
暦
二
年
の
三
カ
年
分
し
か
存
在
し
な
い
。
そ
れ
ら
三
カ

年
の
廻
請
と
【
史
料
三
】
を
比
較
す
る
と
、【
史
料
三
】
で
「
東

門
院
法
眼
」
と
称
さ
れ
て
い
る
僧
は
、
前
年
ま
で
は
「
長
谷
寺
法

眼
」
と
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
（
27
）
。

「
長
谷
寺
法
眼
」
と
は
、
法
眼
の
僧
位
を
有
す
る
長
谷
寺
別
当

に
対
す
る
呼
称
で
あ
る
。
室
町
期
に
成
立
し
た
『
諸
寺
別
当
座
主

次
第
（
28
）
』
に
よ
れ
ば
、
長
谷
寺
別
当
は
養
和
元
年
（
一
一
八
一
）
に

尋
忠
が
補
任
さ
れ
て
以
後
、
頼
継
―
尋
忠
―
頼
継
―
良
円
―
信
円

と
目
ま
ぐ
る
し
く
交
代
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
頼
継

に
つ
い
て
は
、
養
和
元
年
以
降
は
【
史
料
三
】
と
同
時
期
の
文
治

二
年
八
月
と
建
久
二
年
（
一
一
九
一
）
閏
一
二
月
に
そ
の
職
に
あ

っ
た
こ
と
が
他
史
料
か
ら
確
認
で
き
、
い
ず
れ
も
在
任
当
時
は
僧

綱
に
昇
る
以
前
の
得
業
の
学
階
に
あ
っ
た
（
２９
）
。
し
た
が
っ
て
頼
継
は

文
治
二
年
以
前
に
そ
の
名
を
確
認
で
き
る
「
長
谷
寺
法
眼
」
に
は

該
当
せ
ず
、
し
か
も
そ
の
「
長
谷
寺
法
眼
」
は
、
時
系
列
的
に
考

え
て
、
頼
継
の
前
任
者
に
あ
た
る
と
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
長

谷
寺
法
眼
」
は
、
頼
継
に
長
谷
寺
別
当
職
を
譲
っ
て
「
東
門
院
法

眼
」
と
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
頼
継
の
前
任
者
と

は
、
頼
継
の
文
治
二
年
八
月
の
長
谷
寺
別
当
在
任
が
頼
継
の
初
度

の
補
任
で
あ
れ
二
度
目
の
補
任
で
あ
れ
、
い
ず
れ
も
尋
忠
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
元
暦
二
年
八
月
に
長
谷
寺
別
当
に
在
任
し
、
そ
の
後
頼

継
に
長
谷
寺
別
当
職
を
譲
っ
て
文
治
二
年
八
月
に
「
東
門
院
法

眼
」
と
称
さ
れ
て
い
た
の
は
、
尋
忠
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
の
で

あ
る
。
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そ
の
こ
と
は
他
の
史
料
か
ら
も
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
諸
寺
別
当
并
維
摩
会

天
台
三
会
講
師
等
次
第
（
30
）
』
に
記
さ
れ
た
「
長
谷
寺
別

当
次
第
」
に
は
、
概
ね
平
安
期
の
任
別
当
者
の
名
前
と
と
も
に
別

当
補
任
時
の
も
の
と
み
ら
れ
る
僧
官
位
が
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
を
み
て
み
る
と
、
平
安
期
に
法
眼
で
別
当
を
務
め
た
の
は
、

覚
懐
と
尋
忠
し
か
確
認
で
き
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
う
ち
覚

懐
は
、
安
元
二
年
（
一
一
七
六
）
に
長
谷
寺
別
当
に
補
任
さ
れ
た

玄
縁
よ
り
も
以
前
に
別
当
に
補
任
さ
れ
て
お
り
（
31
）
、
寿
永
二
年
か
ら

元
暦
二
年
ま
で
の
間
の
「
長
谷
寺
法
眼
」
に
は
該
当
し
な
い
。
し

た
が
っ
て
や
は
り
そ
の
「
長
谷
寺
法
眼
」
は
、
尋
忠
の
こ
と
を
指

し
て
い
る
と
み
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

尋
忠
は
、
藤
原
忠
隆
の
息
男
で
、
平
治
の
乱
を
起
こ
し
た
信
頼

の
弟
に
あ
た
る
人
物
で
あ
る
（
32
）
。
興
福
寺
別
当
を
務
め
た
尋
範
や
玄

縁
の
弟
子
で
あ
り
（
33
）
、
承
安
元
年
（
一
一
七
一
）
の
維
摩
会
に
お
い

て
研
学
を
務
め
た
記
事
で
「
年
三
十
三
、
�
十
九
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
、
保
延
五
年
（
一
一
三
九
）
生
ま
れ
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ

る
（
34
）。
養
和
元
年
に
得
業
か
ら
法
眼
に
昇
進
し
（
35
）
、
さ
ら
に
建
永
元
年

（
一
二
〇
六
）
か
ら
建
永
二
年
の
間
に
は
法
印
に
昇
っ
た
（
36
）
。

廻
請
で
は
承
元
三
年
（
一
二
〇
九
）
ま
で
「
東
門
院
法
印
」
の

名
を
確
認
で
き
る
（
37
）
。
承
元
四
年
に
入
滅
し
た
た
め
（
38
）
、
同
年
の
廻
請

に
そ
の
名
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
（
39
）
。

と
こ
ろ
で
、
尋
忠
は
入
滅
の
際
に
自
ら
の
所
領
な
ど
の
処
分
状

を
書
き
遺
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
い
ま
そ
の
実
物
は
伝
わ
っ
て

い
な
い
が
、
弘
安
年
間
（
一
二
七
八
〜
一
二
八
八
）
に
提
起
さ
れ

た
、
一
乗
院
領
大
和
国
池
尻
庄
を
め
ぐ
る
訴
訟
に
お
い
て
、
池
尻

庄
雑
掌
側
か
ら
提
出
さ
れ
た
文
書
に
一
部
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

【
史
料
四
】
弘
安
年
間
大
和
池
尻
庄
雑
掌
申
状
（
40
）

（
一
）
□
乗
院
御
領
池
尻
御
庄
雑
掌
重
謹
言（
上
）
□
、

欲
早
停
止
鬼
熊
非
分
濫
訴
、
且
任
証
文
明
鏡
道
理
、
且
守
行

遍
慇
□
□
東
門
院
当
知
行
不
可
有
相
違
由
、
重
被
申
下

長

者
宣
事
、

（
副
進
）

□
□一

通

尋
忠
法
印
処
分
帳
総
目
録
案

一
通

良
隠
法
眼
譲
状
案
在
行
遍
律
師
譲
状
案

□
東
門
院
本
主
宇
太
法
印
承
元
四
�
記
録
状
云
、
右
房
舎
庄
薗

□
、
尋
忠
相
伝
領
掌
敢
無
他
妨
、
而
於
東
門
院
房
舎
・
敷
地
者
、

大
納
言
□
□
所
譲
与
也
、
一
期
之
後
、
宰
相
君
行
遍
尓
可
被
譲

也
、
殊
申
付
師
弟
□
□
乃
至
懐
異
心
事
出
来
者
、
全
非
予
門
跡
、

次
池
尻
庄
者
、（
別
ヵ
）
□
□
□
□
□
□
庄
内
事
、
毎
事
可
任
□
例
、
雖

□
□
□
申
之
、
又
以
名
□
□
□
□
地
京
都
人
、
又
□
譲
一
庄
、

是
偏
為
院
家
領
之
故
也
、
□
□
庄
可
被
加
此
房
舎
修
理
修
造
也
、

如
此
不
注
置
者
、
難
有
此
房
□
□
故
也
、
若
於
背
此
支
配
之
旨

興
福
寺
東
門
院
の
相
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五
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輩
者
、
更
非
門
跡
、
自
余
門
跡
等
同
□
□
可
訴
申

長
者
殿
下

也
、
事
子
細
既
以
申
入
畢
、
敢
不
可
有
改
□
□
□
□
之
委
細
、

□
□
文

、

凡
見
今
状
前
後
、
其
身
令
尋
常
者
、
次
第
処
分
加
可
□

（
後
欠
）

こ
の
【
史
料
四
】
は
『
勘
仲
記
』
の
紙
背
に
遺
さ
れ
た
文
書
で

あ
る
。
上
下
が
裁
断
さ
れ
て
い
る
た
め
文
意
を
と
り
づ
ら
い
も
の

の
、
東
門
院
に
関
す
る
部
分
の
大
要
は
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、「
東
門
院
本
主
宇
太
法
印
」
が
承
元
四
年
に
書
き
遺

し
た
記
録
状
に
は
、
い
く
つ
か
の
房
舎
や
庄
園
を
尋
忠
が
相
伝
し

て
き
た
が
、
そ
れ
ら
の
う
ち
「
東
門
院
房
舎
・
敷
地
」
は
、「
大

納
言
□
□
」
に
譲
与
し
、
そ
の
「
大
納
言
□
□
」
が
入
滅
の
後
は
、

「
宰
相
君
行
遍
」
に
相
承
さ
せ
よ
、
も
し
こ
の
旨
に
背
く
よ
う
な

者
が
い
れ
ば
、
そ
の
者
は
尋
忠
の
「
門
跡
」（
�
門
弟
（
41
）
）
で
は
な

い
、
次
に
池
尻
庄
に
つ
い
て
は
、
別
相
伝
と
し
、
東
門
院
に
附
属

の
院
家
領
と
す
る
、
他
者
に
譲
渡
す
る
こ
と
な
く
東
門
院
房
舎
の

修
理
料
所
と
せ
よ
、
も
し
こ
れ
ら
の
処
分
の
旨
に
従
わ
な
い
者
が

い
れ
ば
、
そ
の
者
は
尋
忠
の
門
弟
で
は
な
い
の
で
、
他
の
門
弟
は

「
長
者
殿
下
」（
�
藤
氏
長
者
）
に
訴
え
出
よ
、
詳
細
に
つ
い
て
は

す
で
に
尋
忠
か
ら
長
者
に
対
し
て
申
し
入
れ
て
あ
る
、
と
書
か
れ

て
い
る
と
い
う
。

訴
訟
の
際
に
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
を
記
し

た
文
書
の
実
物
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
注
意
を
要
す
る
点
が

あ
る
も
の
の
、
そ
の
内
容
は
非
常
に
注
目
す
べ
き
点
を
含
ん
で
い

る
。ま

ず
一
つ
目
は
、
尋
忠
が
「
東
門
院
本
主
宇
太
法
印
」
と
称
さ

れ
て
い
る
点
で
あ
る
。「
本
主
」
と
は
す
な
わ
ち
本
願
の
こ
と
で

あ
り
、
尋
忠
が
東
門
院
の
初
代
院
主
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
こ
の
記
述
か
ら
、
東
門
院
の
実
質
的

な
初
代
院
主
は
尋
忠
で
あ
り
、
東
門
院
の
実
質
的
な
成
立
時
期
も
、

廻
請
（【
史
料
三
】）
に
お
い
て
尋
忠
が
東
門
院
主
と
し
て
み
え
る

文
治
二
年
か
ら
あ
ま
り
遡
ら
な
い
時
期
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
こ
と
を
前
提
と
し
て
尋
忠
の
俗
系
に
つ
い
て
再
度

み
て
み
る
と
、
興
味
深
い
事
実
が
指
摘
で
き
る
。
そ
れ
は
、
尋
忠

が
近
衛
基
通
の
伯
父
に
あ
た
り
（
42
）
、
尋
忠
が
東
門
院
を
開
創
し
た
と

考
え
ら
れ
る
元
暦
二
年
八
月
か
ら
文
治
二
年
八
月
ま
で
の
間
は
、

そ
の
基
通
が
氏
長
者
で
あ
っ
た
期
間
（
治
承
三
年
一
一
月
〜
文
治

二
年
三
月
（
43
）
）
と
一
部
重
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当
時
興
福
寺

は
、
氏
長
者
近
衛
基
通
の
下
で
平
氏
南
都
焼
き
討
ち
で
被
っ
た
被

害
か
ら
復
興
し
よ
う
と
し
て
い
た
（
44
）
。
さ
ら
に
『
雑
事
記
』
中
に
東

門
院
に
つ
い
て
「
御
本
地
普
賢
寺
殿
（
�
近
衛
基
通
）
御
願

云
々
」
と
あ
る
こ
と
も
（
45
）
、
尋
忠
や
東
門
院
と
近
衛
基
通
の
間
に
は

強
い
繋
が
り
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
材
料
と
な
る
。
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こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
あ
く
ま
で
推
測
で
あ
る
が
、
東

門
院
は
、
南
都
復
興
の
一
環
と
し
て
基
通
に
よ
り
創
設
（
も
し
く

は
復
興
）
さ
れ
、
基
通
の
伯
父
に
あ
た
る
尋
忠
が
初
代
院
主
と
し

て
迎
え
ら
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
「
宇
太
」
は
「
宇
陀
」（
宇
多
）
で
あ
り
、
大
和
国
宇
陀

郡
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
一
般
的
に
僧
侶
の
呼
称

に
は
最
終
僧
官
位
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
あ
る
土
地
と

結
び
付
き
が
深
い
僧
侶
に
つ
い
て
は
、
地
名
を
冠
し
て
呼
称
さ
れ

る
こ
と
も
あ
る
（
46
）
。
そ
れ
ゆ
え
「
宇
太
法
印
」
と
い
う
呼
称
は
、
尋

忠
が
宇
陀
郡
と
何
ら
か
の
強
い
関
係
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
起
因

す
る
と
推
測
で
き
よ
う
。

そ
し
て
二
つ
目
は
、
東
門
院
の
相
承
者
が
尋
忠
に
よ
っ
て
示
さ

れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
尋
忠
は
承
元
四
年
に
入
滅

し
て
い
る
の
で
、
そ
の
尋
忠
が
承
元
四
年
に
書
き
遺
し
た
「
記
録

状
」
と
は
、
実
質
的
に
は
入
滅
を
前
に
し
て
書
か
れ
た
譲
状
（
処

分
状
）
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
譲
状
に
は
、
東
門

院
は
尋
忠
か
ら
「
大
納
言
□
□
」
↓
「
宰
相
君
行
遍
」
と
の
順
序

で
相
承
す
る
よ
う
記
述
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
大
納
言
□
□
」
と
は
、
尋
恵
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
尋
恵
は
俗

系
が
不
明
な
が
ら
、
文
治
元
年
の
維
摩
会
で
研
学
を
務
め
、「
大

納
言
公
」
と
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
47
）
。
建
久
六
年
三
月

一
二
日
に
執
行
さ
れ
た
東
大
寺
供
養
の
衲
衆
の
中
に
「
尋
恵
法

橋
」
の
名
が
み
え
（
48
）
、
正
治
元
年
（
一
一
九
九
）
の
近
衛
家
実
任
右

大
臣
、
及
び
元
久
元
年
（
一
二
〇
四
）
の
九
条
良
経
の
任
太
政
大

臣
の
際
に
参
賀
し
た
興
福
寺
僧
の
中
に
も
「
法
眼
尋
恵
」
と
み
え

る
（
49
）。
ま
た
、
寛
清
（
弼
得
業
）
か
ら
「
尋
恵
大
納
言
法
印
」
に
生
馬

庄
領
主
職
の
三
分
の
一
が
譲
ら
れ
た
と
の
記
事
か
ら
（
50
）
、
法
印
に
ま

で
昇
っ
て
い
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。

廻
請
で
は
、
元
暦
元
年
法
華
会
講
問
廻
請
写
に
「
尋
恵
大
法

師
」
と
み
え
る
の
が
初
見
で
あ
る
（
51
）
。
僧
綱
に
昇
っ
て
か
ら
し
ば
ら

く
は
院
号
で
称
さ
れ
ず
、「
大
納
言
法
橋
」（
文
治
五
年
〜
建
久
九

年
）
や
「
大
納
言
法
眼
」（
正
治
元
年
〜
建
仁
三
年
〈
一
二
〇

三
〉）
と
称
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
概
ね
尋
忠
よ
り
二
、
三

位
程
度
後
ろ
に
位
置
し
て
い
る
（
52
）
。
元
久
元
年
に
な
る
と
「
大
納

言
」
を
称
す
る
僧
綱
が
み
え
な
く
な
る
が
、
前
年
ま
で
尋
恵
の
こ

と
と
思
わ
れ
る
「
大
納
言
法
眼
」
が
記
さ
れ
て
い
た
位
置
に
は
、

代
わ
っ
て
「
定
南
院
法
眼
」
の
名
が
み
え
る
よ
う
に
な
る
（
53
）
。
尋
恵

が
「
定
南
院
」
を
称
し
た
こ
と
は
他
の
史
料
か
ら
確
認
で
き
な
い

も
の
の
、
こ
の
「
定
南
院
」
を
称
す
る
僧
は
法
印
に
ま
で
昇
っ
て

い
る
か
ら
（
54
）
、「
定
南
院
」
�
尋
恵
で
あ
る
可
能
性
は
充
分
に
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
「
宰
相
君
行
遍
」
の
名
は
、
管
見
の
限
り
建
保
六
年
（
一

興
福
寺
東
門
院
の
相
承

二
七
（
三
〇
三
）



二
一
八
）
の
慈
恩
会
の
廻
請
に
「
行
遍
擬
得
業
」
と
あ
る
の
が
初

見
で
あ
る
（
55
）
。
以
後
の
廻
請
に
も
そ
の
名
が
散
見
さ
れ
る
が
、
安
貞

二
年
（
一
二
二
八
）
に
春
日
八
講
の
春
季
季
行
事
を
務
め
た
記
事

（「
行
遍
律
師
（
56
）
」）
を
最
後
に
、
史
料
上
で
そ
の
活
動
を
確
認
で
き

な
く
な
る
。

そ
れ
で
は
、
尋
恵
や
行
遍
は
実
際
に
尋
忠
の
遺
言
通
り
に
東
門

院
を
相
承
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
述
べ

て
し
ま
え
ば
、
事
態
は
そ
の
よ
う
に
う
ま
く
は
運
ば
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
。

【
史
料
五
】
『
簡
要
類
聚
鈔
』
第
一

池
尻
庄

当
庄
者
、
本
領
主
寄
附
之
地
也
、
段
別
三
升
米
為
院
家
御
年

貢
弁
済
之
、
被
宛
置
龍
花
院
三
昧
堂
一
乗
院
々
主

御
骨
被
納
之
、
其
外
法（頼
信
）
務

御
房
御
忌
日
供
料
被
下
行
之
、
納
所
ハ
別
相
伝
之
、
当
時
ハ

訓
実
春
学
房
得
故
継
尊
光
縁
房

東
金
堂
衆
之
譲
致
其
沙
汰
者
也
、

於
領
主
職
者
、
故
行
遍
律
師
得
東
門
院
法
印
尋
恵
之
譲
知
行

之
処
、
行
遍
侍
法
師
殺
害
件
庄
民
之
時
依
有
同
意
之
科
、
永

被
収
公
了
、

『
簡
要
類
聚
鈔
』
第
一
は
、
歴
代
の
一
乗
院
門
跡
を
そ
の
略
歴

と
と
も
に
掲
げ
た
後
に
一
乗
院
領
を
列
挙
し
て
お
り
、
本
記
事
は

そ
の
一
乗
院
領
の
記
事
に
含
ま
れ
る
。「
池
尻
庄
」
と
は
、【
史
料

四
】
に
「（
一
）
□
乗
院
御
領
池
尻
御
庄
」
と
み
え
る
庄
園
と
同
一
の
庄

園
で
あ
ろ
う
。

注
目
し
た
い
の
は
後
半
部
分
の
領
主
職
（
領
家
職
）
に
関
す
る

記
述
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
領
主
職
は
行
遍
律
師
が
東
門
院
法
印

尋
恵
か
ら
譲
ら
れ
て
知
行
し
て
い
た
が
、
侍
法
師
が
池
尻
庄
民
を

殺
害
し
た
際
、
そ
の
殺
害
に
行
遍
も
同
意
し
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、

領
主
職
は
一
乗
院
門
跡
に
没
収
さ
れ
た
と
い
う
。【
史
料
四
】
で

池
尻
庄
は
、
東
門
院
の
別
相
伝
領
と
さ
れ
て
い
た
が
、
実
際
に
は

尋
恵
知
行
の
後
に
行
遍
の
手
に
渡
り
、
そ
し
て
行
遍
が
罰
せ
ら
れ

た
こ
と
に
よ
り
一
乗
院
領
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

尋
恵
に
つ
い
て
は
、「
東
門
院
法
印
」
と
呼
称
さ
れ
、
し
か
も

東
門
院
領
で
あ
っ
た
池
尻
庄
を
行
遍
に
譲
っ
て
い
る
（
す
な
わ
ち
、

尋
恵
は
東
門
院
領
を
管
領
す
る
立
場
に
あ
っ
た
）
こ
と
か
ら
、
実

際
に
東
門
院
を
相
承
し
た
と
考
え
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
行

遍
に
つ
い
て
は
「
東
門
院
」
を
冠
称
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
呼
称

か
ら
僧
官
位
も
律
師
止
ま
り
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く

行
遍
は
、
安
貞
二
年
に
春
日
八
講
春
季
季
行
事
を
務
め
て
か
ら
程

な
く
し
て
死
去
、
も
し
く
は
没
落
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
東
門
院
主
職
は
尋
恵
か
ら
誰
に
相
承
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
実
は
、【
史
料
四
】
に
引
用
さ
れ
て
い
た
尋
忠
の
遺
言

は
、
尋
忠
入
滅
後
早
々
に
破
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。
そ
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の
こ
と
を
廻
請
か
ら
確
認
し
た
い
。

承
元
四
年
の
尋
忠
入
滅
後
、
東
門
院
の
名
で
呼
称
さ
れ
る
僧
が

廻
請
に
現
れ
る
の
は
、
建
保
二
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
（
57
）
。「
東

門
院
已
講
」
と
称
さ
れ
る
こ
の
僧
は
、
公
縁
の
こ
と
で
あ
る
と
み

ら
れ
る
。

公
縁
は
藤
原
（
西
園
寺
）
実
明
の
息
男
で
、
尋
忠
や
雅
縁
の
弟

子
で
あ
る
（
58
）
。
承
元
元
年
に
維
摩
会
研
学
を
務
め
、
建
暦
三
年
（
一

二
一
三
）
に
は
維
摩
会
講
師
を
務
め
た
（
59
）
。
建
保
三
年
に
は
春
日
八

講
の
秋
季
季
行
事
を
尭
円
得
業
と
と
も
に
務
め
て
い
る
が
（「
公

縁
已
講
（
60
）
」）、
そ
の
季
行
事
を
務
め
る
以
前
の
未
季
頭
衆
で
あ
っ
た

時
に
、
水
田
三
反
を
質
と
し
て
季
頭
米
を
東
大
寺
僧
聖
俊
に
貸
与

し
て
い
る
（
61
）
。
結
局
、
貸
与
さ
れ
た
季
頭
米
を
聖
俊
が
弁
済
で
き
な

か
っ
た
た
め
水
田
は
質
流
れ
と
な
っ
た
が
、
そ
の
際
の
流
状
に

「
東
門
院
之
御
季
頭
米
（
62
）
」
と
書
か
れ
、
ま
た
そ
の
水
田
の
売
券
に

「
東
門
院
之
已
講
御
房
御
季
頭
米
（
63
）
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
建
保
年

間
に
公
縁
が
「
東
門
院
已
講
」
と
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い

な
い
。
東
門
院
は
、
尋
忠
入
滅
後
に
尋
恵
を
経
て
公
縁
に
相
承
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
一
つ
疑
問
が
浮
か
ぶ
。
そ
れ
は
、
な
ぜ
公
縁
が

東
門
院
主
に
な
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
公
縁
は
尋
忠
の

弟
子
で
あ
る
が
、【
史
料
四
】
に
引
用
さ
れ
た
尋
忠
の
譲
状
で
は
、

東
門
院
の
相
承
者
と
し
て
そ
の
名
を
挙
げ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
加

え
て
、
そ
の
譲
状
に
お
い
て
指
名
さ
れ
た
行
遍
の
活
動
が
確
認
で

き
な
く
な
る
の
は
、
公
縁
が
史
料
上
で
東
門
院
を
冠
称
さ
れ
る
以

後
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
行
遍
の
死
去
（
も
し
く
は
没
落
）
を
そ

の
理
由
と
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
代
々
の
大
乗
院
門
跡
の
譲
状
や
置

文
を
取
り
上
げ
て
門
跡
相
承
に
つ
い
て
論
じ
た
安
田
次
郎
氏
の
次

の
よ
う
な
指
摘
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
安
田
氏
は
、
大
乗
院
門
跡
の

相
承
に
際
し
て
先
代
か
ら
の
譲
状
は
必
須
の
も
の
で
は
な
か
っ
た

こ
と
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
譲
状
が
作
成
さ
れ
た
場
合
が
あ
る

の
は
、
複
数
の
門
跡
相
承
候
補
者
が
競
合
し
て
い
て
門
跡
相
承
が

順
調
に
行
え
な
い
状
況
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
指
摘
し
た
の
で

あ
る
（
64
）
。
こ
の
安
田
氏
の
指
摘
に
基
づ
け
ば
、
尋
忠
に
よ
る
譲
状
の

存
在
は
、
当
時
東
門
院
主
の
相
承
に
際
し
て
何
ら
か
の
不
安
要
素

が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

そ
れ
で
は
そ
の
不
安
要
素
と
は
何
か
。
あ
く
ま
で
推
測
に
依
ら

ざ
る
を
得
な
い
が
、
考
え
ら
れ
る
の
は
、
行
遍
と
公
縁
に
よ
る
後

継
者
争
い
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
尋
忠
の
次
代
の
東
門
院
相
承
者
と
し
て
予
定
さ
れ

て
い
た
の
は
、
行
遍
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
尋
忠
入
滅
時
の
行
遍
は

ま
だ
若
年
で
あ
っ
た
た
め
（
65
）
、
行
遍
ま
で
の
中
継
ぎ
と
し
て
、
す
で
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に
定
南
院
を
称
し
て
い
た
尋
恵
が
東
門
院
主
に
指
名
さ
れ
た
の
で

は
な
い
か
。
尋
忠
は
、
行
遍
以
外
の
人
物
、
具
体
的
に
は
公
縁
に

よ
る
院
主
職
相
承
を
危
惧
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

で
は
尋
忠
に
院
主
職
相
承
の
不
安
を
抱
か
せ
た
公
縁
の
力
と
は
、

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
想
起
す
べ
き
は
、
公
縁
が
尋
忠
の
弟
子
で
あ
る
と
と
も

に
、
雅
縁
の
弟
子
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
雅
縁
は
鎌

倉
初
期
の
興
福
寺
に
お
い
て
四
度
別
当
を
務
め
、
朝
廷
で
権
勢
を

誇
っ
た
源
（
土
御
門
）
通
親
を
弟
に
持
っ
て
い
た
。
後
鳥
羽
院
と

も
深
い
繋
が
り
が
あ
り
、
単
な
る
興
福
寺
僧
と
し
て
だ
け
で
は
な

く
院
近
臣
と
し
て
の
側
面
も
有
し
て
い
た
と
さ
れ
る
（
66
）
。
公
縁
は
、

そ
の
雅
縁
が
建
保
六
年
に
興
福
寺
別
当
を
退
任
に
追
い
込
ま
れ
た

際
に
、
雅
縁
の
「
近
習
僧
綱
」
の
一
人
と
し
て
大
衆
か
ら
衆
勘
に

処
さ
れ
て
い
る
が
（
前
述
）、
そ
の
一
件
か
ら
も
雅
縁
と
公
縁
の

強
い
結
び
付
き
が
窺
え
よ
う
。

そ
し
て
尋
忠
が
入
滅
し
た
承
元
四
年
当
時
の
興
福
寺
別
当
が
、

そ
の
雅
縁
な
の
で
あ
る
（
67
）
。
興
福
寺
に
お
い
て
名
実
と
も
に
権
力
の

頂
点
に
あ
っ
た
雅
縁
が
自
ら
の
弟
子
の
立
身
出
世
を
図
り
、
公
縁

の
東
門
院
相
承
を
強
力
に
支
援
し
た
可
能
性
は
充
分
考
え
ら
れ
よ

う
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
危
惧
を
抱
い
た
尋
忠
は
、
尋
恵
を
経
由

し
た
行
遍
へ
の
院
主
職
相
承
を
意
図
し
、
譲
状
を
作
成
し
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
前
に
触
れ
た
よ
う
に
、【
史
料
四
】
に
引
用
さ
れ

た
尋
忠
の
譲
状
な
る
も
の
が
捏
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性

も
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
尋
忠
入
滅

の
わ
ず
か
数
年
後
に
尋
恵
か
ら
公
縁
に
院
主
職
が
譲
ら
れ
て
い
る

こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
り
、
そ
の
院
主
職
相
承
の
背
景
に
、

雅
縁
に
よ
る
影
響
力
の
行
使
が
あ
っ
た
と
推
測
す
る
こ
と
は
充
分

可
能
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
東
門
院
主
職
は
尋
忠
か
ら
尋
恵
を
経
て
公
縁

に
相
承
さ
れ
た
。
東
門
院
相
承
後
、
公
縁
は
順
調
に
�
次
を
上
昇

さ
せ
、
元
興
寺
別
当
や
興
福
寺
別
当
に
も
補
任
さ
れ
て
い
る
（
68
）
。
廻

請
に
お
け
る
終
見
は
建
長
四
年
（
一
二
五
二
）
で
あ
り
（
69
）
、
文
永
二

年
（
一
二
六
五
）
二
月
二
〇
日
に
入
滅
し
た
（
70
）
。

そ
し
て
公
縁
の
入
滅
後
に
東
門
院
を
相
承
し
た
の
は
、
公
縁
と

俗
縁
を
有
す
る
実
修
で
あ
っ
た
。
鎌
倉
後
期
頃
か
ら
有
力
な
院
家

は
特
定
氏
族
に
よ
り
相
伝
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
す
で
に
指
摘
さ
れ

て
い
る
が
（
71
）
、
東
門
院
も
公
縁
の
出
身
一
門
で
あ
る
閑
院
流
藤
原
氏
、

特
に
洞
院
家
出
身
者
に
よ
り
相
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
次

章
で
は
、
そ
の
閑
院
流
藤
原
氏
に
よ
る
相
承
に
つ
い
て
み
て
い
き

た
い
。
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第
三
章

鎌
倉
期
〜
室
町
前
期
の
東
門
院

―
閑
院
流
藤
原
氏
に
よ
る
相
承
―

公
縁
か
ら
東
門
院
を
相
承
し
た
実
修
は
、
公
縁
の
従
兄
弟
に
あ

た
る
西
園
寺
公
経
の
孫
で
、
洞
院
実
雄
の
息
で
あ
る
（
左
掲
東
門

院
相
承
系
図
参
照
）。『
尊
卑
分
脈
』
に
も
「
法
印
権
大
僧
都
、
公

縁
僧
正
資
、
東
門
院
」
と
あ
り
（
72
）
、
実
修
が
公
縁
の
弟
子
と
な
り
東

門
院
を
相
承
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

廻
請
で
は
、
実
修
の
名
は
建
長
五
年
（
一
二
五
三
）
か
ら
確
認

で
き
る
（「
実
修
擬
得
業
（
73
）
」）
が
、
東
門
院
を
冠
称
さ
れ
る
の
は
正

嘉
二
年
（
一
二
五
八
）
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
り
（「
東
門
院
法

眼
（
74
）」）、
正
安
二
年
（
一
三
〇
〇
）
を
終
見
と
す
る
（「
東
門
院
法

印
（
75
）」）。
先
代
の
公
縁
は
約
三
八
年
間
も
の
長
き
に
わ
た
っ
て
東
門

院
主
の
立
場
に
あ
っ
た
が
、
実
修
の
在
職
は
そ
れ
よ
り
も
長
く
、

四
〇
年
以
上
に
及
ん
だ
。
し
か
し
公
縁
の
よ
う
に
興
福
寺
別
当
を

務
め
る
こ
と
も
な
く
、
僧
侶
と
し
て
は
公
縁
ほ
ど
大
成
し
な
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。

実
修
の
跡
を
相
承
し
た
の
は
、「
実
修
法
印
資
（
76
）
」
と
記
さ
れ
る

良
守
で
あ
る
。
洞
院
公
守
の
息
で
、
実
修
の
甥
に
あ
た
る
（
77
）
。
廻
請

で
の
初
見
は
正
安
三
年
で
あ
る
が
、
実
修
と
同
様
に
当
初
は
東
門

東
門
院
相
承
系
図
（
太
字
は
東
門
院
主
職
相
承
者
）

藤
原
通
季

公
通

実
宗

公
経

実
氏

公
相

実
兼

公
衡

（
西
園
寺
）

兼
季

（
今
出
川
）

覚
円

実
尹

公
直

実
直

実
直

公
行

円
尋

円
尋

公
行

公
尋

実
富

公
富

公
定

実
夏

実
縁

公
賢

賢
秀

実
泰

良
守

公
守

実
修

実
雄

（
洞
院
）

公
縁

実
明

※
主
に
『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
っ
て
作
成
。
た
だ
し
円
尋
に
つ
い
て
は
、
公
行
の
兄
弟
と
み
ら
れ
る
が
（
本
稿
注（
１０７
））、
実
直
の
養
子

と
な
っ
た
公
行
か
ら
み
て
、
円
尋
が
実
弟
と
な
る
の
か
義
弟
と
な
る
の
か
確
定
で
き
な
い
た
め
、
こ
の
よ
う
な
表
記
を
し
て
い
る
。
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院
を
冠
称
さ
れ
て
お
ら
ず
（「
良
守
擬
得
業
（
78
）
」）、
延
慶
元
年
（
一

三
〇
八
）
に
な
っ
て
は
じ
め
て
「
東
門
院
法
眼
」
の
名
で
呼
称
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
（
79
）
。

た
だ
、
良
守
は
実
修
か
ら
直
接
東
門
院
を
相
承
し
た
わ
け
で
は

な
い
ら
し
い
。
と
い
う
の
も
、
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
に
所

蔵
さ
れ
て
い
る
保
井
本
『
興
福
寺
院
家
伝
（
80
）
』
に
お
い
て
歴
代
の
東

門
院
主
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
人
物
の
中
に
、「
前
法
務
大
僧

正
覚
円

徳
治
三
年
」
と
み
え
る
か
ら
で
あ
る
。

覚
円
は
西
園
寺
実
兼
の
息
で
あ
る
（
前
掲
東
門
院
相
承
系
図
参

照
）。
東
北
院
主
職
を
相
承
し
、
興
福
寺
別
当
を
二
度
務
め
、
さ

ら
に
法
務
や
大
僧
正
に
も
叙
任
さ
れ
た
高
僧
で
、「
年
来
威
勢
、

両
門
（
�
一
乗
院
・
大
乗
院
）
殆
不
能
左
右
」
と
称
さ
れ
た
ほ
ど

の
人
物
で
あ
っ
た
（
81
）
。
ま
た
『
春
日
権
現
験
記
絵
』
の
成
立
に
重
要

な
役
割
を
果
た
し
た
人
物
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
（
82
）
。
保
井
本

『
興
福
寺
院
家
伝
』
に
記
さ
れ
て
い
る
徳
治
三
年
（
改
元
し
て
延

慶
元
年
）
当
時
、
覚
円
は
東
北
院
主
で
法
印
権
大
僧
都
に
補
任
さ

れ
て
お
り
（
83
）
、
延
慶
元
年
の
廻
請
に
み
え
る
「
東
門
院
法
眼
」
と
は

同
一
人
物
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
良
守
が
東
門
院
主
と
な
る
直
前

ま
で
、
東
北
院
主
で
あ
っ
た
覚
円
が
東
門
院
主
を
兼
任
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
84
）
。
お
そ
ら
く
覚
円
は
、
良
守
が
院
主
を

務
め
ら
れ
る
ま
で
に
成
長
す
る
ま
で
の
中
継
ぎ
と
し
て
院
主
職
を

相
承
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

良
守
は
、
延
慶
二
年
に
は
権
少
僧
都
に
補
任
さ
れ
て
い
る
（
85
）
。
し

か
し
応
長
二
年
（
一
三
一
二
）
を
最
後
と
し
て
、
史
料
上
か
ら
姿

を
消
し
て
し
ま
う
（
86
）
。
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、『
尊
卑
分
脈
』
に

「
遁
世
禅
、
空
覚
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
（
87
）
、
興
福
寺
か
ら
没
落
し
て

遁
世
僧
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

良
守
没
落
の
後
、
し
ば
ら
く
の
間
廻
請
か
ら
東
門
院
の
名
は
み

え
な
く
な
る
。
そ
の
間
の
東
門
院
の
様
子
に
つ
い
て
は
一
切
不
明

で
あ
る
が
、
再
び
覚
円
が
東
北
院
主
と
東
門
院
主
を
兼
任
し
て
い

た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

応
長
二
年
以
後
、
再
び
東
門
院
の
名
が
廻
請
に
現
れ
る
の
は
、

元
徳
二
年
（
一
三
三
〇
）
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
（
88
）
。「
東
門
院
法

眼
」
と
呼
称
さ
れ
る
こ
の
僧
は
、
賢
秀
の
こ
と
で
あ
る
と
み
ら
れ

る
。賢

秀
は
洞
院
実
泰
の
息
で
、
公
賢
の
弟
、
良
守
の
甥
に
あ
た
る

（
前
掲
東
門
院
相
承
系
図
参
照
）。
賢
秀
自
身
の
廻
請
に
お
け
る
初

見
は
元
応
二
年
（
一
三
二
〇
）
で
あ
り
（
89
）
、
以
後
元
徳
元
年
一
〇
月

日
付
の
廻
請
ま
で
「
賢
秀
得
業
」
や
「
賢
秀
大
法
師
」
と
し
て
散

見
さ
れ
る
が
（
90
）
、
同
年
一
二
月
二
三
日
付
の
文
書
に
賢
秀
の
こ
と
と

思
わ
れ
る
「
東
門
院
太
政
得
業
御
房
」
と
い
う
呼
称
が
み
ら
れ
る

こ
と
か
ら
（
91
）
、
元
徳
元
年
末
に
東
門
院
主
に
就
任
し
た
と
思
し
い
。
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し
か
し
賢
秀
が
東
門
院
主
で
あ
っ
た
期
間
に
つ
い
て
は
、
南
北

朝
時
代
の
廻
請
の
残
存
状
況
が
あ
ま
り
よ
く
な
い
こ
と
も
あ
り
、

確
定
さ
せ
る
こ
と
が
難
し
い
。
元
徳
二
年
以
後
、
康
永
二
年
（
一

三
四
三
）
ま
で
は
ほ
ぼ
毎
年
廻
請
が
遺
さ
れ
て
お
り
（
92
）
、「
東
門
院

法
眼
」
の
名
称
も
確
認
で
き
る
。
し
か
し
康
永
三
年
か
ら
観
応
元

年
（
一
三
五
〇
）
ま
で
は
廻
請
が
欠
失
し
て
お
り
、
そ
の
後
の
廻

請
も
観
応
二
年
・
文
和
二
年
（
一
三
五
三
）・
貞
治
六
年
（
一
三

六
七
）
と
い
う
よ
う
に
断
片
的
に
し
か
遺
さ
れ
て
い
な
い
（
93
）
。
こ
れ

ら
の
う
ち
東
門
院
の
存
在
が
確
認
で
き
る
の
は
文
和
二
年
と
貞
治

六
年
の
廻
請
で
あ
り
、
さ
ら
に
文
和
二
年
の
廻
請
に
つ
い
て
は
、

賢
秀
の
次
代
の
東
門
院
主
と
み
ら
れ
る
実
縁
の
名
も
み
え
て
い
る

（「
実
縁
大
法
師
」）。
よ
っ
て
同
年
の
廻
請
に
み
え
る
「
東
門
院
法

眼
」
は
、
賢
秀
の
こ
と
と
み
な
さ
れ
る
。
ま
た
、
貞
治
六
年
の
廻

請
に
み
え
る
「
東
門
院
法
眼
」
は
、
�
次
が
文
和
二
年
時
よ
り
一

一
も
後
退
し
て
い
る
の
で
、
文
和
二
年
時
の
「
東
門
院
法
眼
」
と

は
同
一
人
物
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
実
縁
が
東
門
院

主
職
を
賢
秀
か
ら
相
承
し
、
そ
の
よ
う
に
称
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
。

同
時
期
の
東
門
院
に
つ
い
て
、
廻
請
以
外
の
史
料
か
ら
も
探
っ

て
み
た
い
。

文
和
二
年
、
東
門
院
の
使
者
が
「
有
申
長
者
（
�
二
条
良
基
）

事
」
と
し
て
北
朝
の
洞
院
公
賢
を
尋
ね
て
い
る
（
94
）
。
当
時
の
東
門
院

主
は
公
賢
の
兄
弟
で
あ
る
賢
秀
で
あ
る
か
ら
、
両
者
の
間
に
は
日

頃
か
ら
交
流
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
延
文
二
年
（
一
三
五
七
）

に
は
、「
賢
秀
法
眼
状
」
に
よ
り
、
一
乗
院
と
大
乗
院
と
の
間
で

勃
発
し
た
合
戦
に
つ
い
て
の
詳
細
が
公
賢
の
許
に
も
た
ら
さ
れ
て

い
る
（
95
）
。
ま
た
、
応
安
三
年
（
一
三
七
〇
）
の
大
乗
院
門
跡
教
信
の

法
華
会
遂
業
に
あ
た
っ
て
「
世
俗
勤
仕
」
を
し
た
僧
の
中
に
、

「
賢
秀
法
眼
」
の
名
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
（
96
）
。
元
徳
二
年
以
来

四
〇
年
間
も
法
眼
の
ま
ま
で
い
る
と
い
う
の
は
か
な
り
異
例
で
あ

る
が
、『
尊
卑
分
脈
』
に
も
「
法
眼
、
東
門
院
」
と
記
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
（
97
）
、
法
眼
が
賢
秀
の
極
位
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
賢
秀
は
そ
の
入
滅
ま
で
東
門
院
主
の
地
位
に
あ
っ

た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
先
述
の
貞
治
六
年
の
廻
請
か
ら

も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

文
和
三
年
、
興
福
寺
別
当
の
地
位
に
あ
っ
た
大
乗
院
門
跡
孝
覚

は
、
東
門
院
領
相
楽
庄
に
「
実
縁
得
業
」
が
雑
掌
を
派
遣
す
る
こ

と
に
つ
い
て
、
三
宝
院
賢
俊
に
対
し
て
書
状
を
出
し
た
（
98
）
。
お
そ
ら

く
賢
俊
を
通
じ
て
幕
府
の
了
解
（
支
援
）
を
得
る
た
め
で
あ
ろ
う
（
99
）
。

実
縁
は
東
門
院
を
冠
称
さ
れ
て
い
な
い
が
、
東
門
院
領
の
支
配
に

乗
り
出
し
て
い
る
点
か
ら
み
て
、
す
で
に
東
門
院
主
の
地
位
に
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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延
文
元
年
頃
に
は
、
同
じ
く
相
楽
庄
に
つ
い
て
、
勅
裁
に
背
い

て
年
貢
を
難
渋
す
る
沙
汰
人
・
百
姓
等
を
譴
責
し
、「
東
門
院
新

法
眼
御
房
」
の
支
配
を
認
め
る
院
宣
が
出
さ
れ
て
い
る
（
100
）
。「
新
法

眼
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
東
門
院
新
法
眼
御
房
」
は
元
徳
二
年

以
来
法
眼
で
あ
っ
た
賢
秀
で
は
あ
り
得
ず
、
実
縁
の
こ
と
と
み
る

べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
翌
延
文
二
年
に
一
乗
院
前
門
跡
実
玄
が
奈

良
を
攻
撃
し
て
大
乗
院
門
跡
孝
覚
を
菩
提
山
に
追
っ
た
際
に
も
、

「
東
門
院
新
法
眼
御
房
」
が
菩
提
山
に
逃
れ
た
と
い
う
情
報
が
公

賢
の
許
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
（
１０１
）
。
公
賢
は
実
縁
の
父
で
あ
る
の
で

（
前
掲
東
門
院
相
承
系
図
参
照
）、
特
に
実
縁
に
関
す
る
情
報
が
寄

せ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
元
徳
元
年
以
来
賢
秀
が
東
門
院
主
で
あ
っ
た
が
、
文

和
三
年
（
も
し
く
は
、
遅
く
と
も
延
文
元
年
ま
で
）
に
は
実
縁
が

東
門
院
主
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
賢

秀
の
生
前
に
院
主
職
の
相
承
が
な
さ
れ
た
理
由
は
不
明
で
あ
る
。

再
び
廻
請
の
検
討
に
戻
ろ
う
。
貞
治
六
年
の
次
に
確
認
で
き
る

廻
請
は
、
応
安
四
年
（
一
三
七
一
）
の
も
の
で
あ
る
（
102
）
。
し
か
し
後

欠
で
、
東
門
院
の
名
の
存
否
は
分
か
ら
な
い
。
再
び
長
期
の
欠
落

期
間
を
経
た
後
に
確
認
で
き
る
永
徳
四
年
（
一
三
八
四
）
の
廻
請

に
東
門
院
の
名
は
み
え
ず
（
103
）
、
嘉
慶
二
年
（
一
三
八
八
）
に
な
っ
て

よ
う
や
く
「
東
門
院
法
眼
」
の
名
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
（
104
）
。

し
か
し
こ
の
「
東
門
院
法
眼
」
は
実
縁
の
こ
と
で
は
な
い
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
実
縁
の
次
の
東
門
院
主
と
み
ら
れ
る
円
尋
の
名
が
至

徳
二
年
（
一
三
八
五
）
の
廻
請
に
み
え
（「
円
尋
大
法
師
（
105
）
」）、
嘉

慶
二
年
の
「
東
門
院
法
眼
」
は
そ
の
円
尋
の
こ
と
を
指
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
大
僧
都
を
極
官
と
し
て
早
世
し

た
と
さ
れ
る
実
縁
が
（
106
）
、
延
文
元
年
以
来
三
〇
年
以
上
も
法
眼
の
ま

ま
で
あ
っ
た
と
は
少
し
考
え
難
い
。
お
そ
ら
く
永
徳
四
年
の
廻
請

以
前
に
、
実
縁
は
入
滅
し
て
し
ま
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

円
尋
は
今
出
川
公
行
の
兄
弟
で
あ
る
（
前
掲
東
門
院
相
承
系
図

参
照
（
107
）
）。
右
で
述
べ
た
よ
う
に
廻
請
で
は
至
徳
二
年
か
ら
そ
の
活

動
を
確
認
で
き
、
院
主
職
相
承
は
嘉
慶
二
年
頃
と
み
ら
れ
る
。
そ

の
後
円
尋
は
興
福
寺
内
で
昇
進
を
重
ね
、
応
永
七
年
（
一
四
〇

〇
）
に
は
権
別
当
に
、
さ
ら
に
応
永
一
二
年
に
は
別
当
に
ま
で
登

り
詰
め
た
（
108
）
。
東
門
院
か
ら
別
当
補
任
者
を
輩
出
す
る
の
は
（
東
北

院
と
兼
帯
の
覚
円
を
除
き
）
鎌
倉
時
代
の
公
縁
以
来
の
こ
と
で
あ

る
。円

尋
は
応
永
二
五
年
頃
ま
で
は
生
存
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
（
109
）
。

ま
た
次
に
掲
げ
る
史
料
は
、
円
尋
入
滅
に
関
す
る
記
事
と
し
て
知

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

【
史
料
六
】
『
看
聞
日
記
』
応
永
二
七
年
五
月
一
〇
日
条

十
日

雨
降
、
東
門
院
公
尋
法
眼
前
左
府
息
、
今
月
四
日
円
寂
云
々
、

史
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自
菊（
亭
）
第
只
今
申
之
、
迷
惑
不
便
無
極
、
其
人
躰
穏
便
之
上
、
学

問
器
用
之
間
、
有
若
学
生
之
誉
云
々
、
弥
惜
事
也
、
腹
病
持
病

之
間
、
去
春
興
盛
、
為
療
治
上
洛
、
菊
第
ニ
暫
居
住
、
聊
取
直

之
間
下
向
、
此
間
再
発
、
遂
及
大
事
云
々
、
老
少
不
定
、
今
更

被
驚
、
哀
傷
無
極
、

右
の
記
事
中
、『
図
書
寮
叢
刊
』
に
よ
る
翻
刻
で
は
、「
公
尋
」

と
書
か
れ
た
部
分
は
円
尋
の
誤
り
で
あ
る
と
さ
れ
、
標
出
記
事
も

「
東
門
院
円
尋
入
寂
」
と
な
っ
て
い
る
（
110
）
。
し
か
し
「
前
左
府
（
�

今
出
川
公
行
（
111
）
）
息
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
円
尋
の
こ
と
で
は
な
か

ろ
う
。
ま
た
そ
の
後
に
続
く
文
章
も
「
有
若
学
生
之
誉
」
と
か

「
老
少
不
定
、
今
更
被
驚
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
若
く
て
有
望
な

僧
侶
の
早
す
ぎ
る
死
を
悼
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
円
尋
の
生

没
年
は
不
明
で
あ
る
が
、
先
述
の
よ
う
に
至
徳
二
年
の
廻
請
に
そ

の
名
を
確
認
で
き
、
ま
た
別
当
も
経
験
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今

回
の
貞
成
の
歎
き
に
は
当
た
ら
な
い
。
ゆ
え
に
【
史
料
六
】
は
円

尋
の
入
滅
記
事
で
は
な
く
、
公
尋
の
入
滅
記
事
と
み
る
べ
き
で
あ

る
。公

尋
は
【
史
料
六
】
に
も
あ
る
よ
う
に
、
今
出
川
公
行
の
息
で

あ
る
。
応
永
二
六
年
時
に
は
「
公
尋
大
法
師
」
と
呼
称
さ
れ
て
い

る
が
（
112
）
、【
史
料
六
】
で
は
「
東
門
院
公
尋
法
眼
」
と
呼
称
さ
れ
て

い
る
。
お
そ
ら
く
応
永
二
六
年
か
ら
二
七
年
の
間
に
、
円
尋
か
ら

公
尋
へ
東
門
院
主
職
が
相
承
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
応
永
二
四
年

の
維
摩
会
で
は
一
九
歳
で
研
学
を
務
め
て
い
る
の
で
（
113
）
、
公
尋
の
生

年
は
応
永
六
年
と
な
る
。
す
な
わ
ち
応
永
二
七
年
の
入
滅
時
は
二

二
歳
で
あ
り
、【
史
料
六
】
で
の
貞
成
の
悲
嘆
と
も
符
合
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
実
縁
か
ら
円
尋
・
公
尋
の
相
承
で
注
目
す
べ

き
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
院
主
の
出
身
家
が
変
化
し
た
こ
と
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
鎌
倉
時
代
の
実
修
以
来
、
東
門
院
は
洞
院
家
出

身
者
に
よ
っ
て
相
承
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
が
、
南
北
朝
末
期
に
至

る
と
今
出
川
家
出
身
者
が
二
代
に
わ
た
っ
て
相
承
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
鎌
倉
後
期
以
来
興
福
寺
内
の
院
家
は
そ

れ
ぞ
れ
の
貴
族
の
家
産
と
化
し
て
い
た
た
め
、
特
に
南
北
朝
の
戦

乱
で
疲
弊
し
た
貴
族
達
に
と
っ
て
、
所
領
が
付
随
し
た
院
家
の
相

承
権
と
い
う
の
は
容
易
に
手
放
し
難
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
な

の
に
な
ぜ
洞
院
家
は
東
門
院
主
職
を
手
放
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

そ
の
疑
問
を
解
く
手
が
か
り
は
、
世
俗
社
会
に
お
け
る
洞
院
家

の
盛
衰
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

洞
院
家
は
、
京
都
周
辺
に
散
在
す
る
左
馬
寮
領
半
分
を
は
じ
め

と
し
て
、
丹
後
半
国
や
尾
張
・
遠
江
に
所
在
す
る
御
厨
を
知
行
地

と
し
て
朝
廷
か
ら
安
堵
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
南
北
朝
の
争
乱
に

よ
り
京
都
近
辺
に
位
置
し
な
い
所
領
は
次
第
に
不
知
行
化
し
て
い
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門
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っ
た
た
め
、
左
馬
寮
領
が
洞
院
家
領
の
中
核
を
な
す
よ
う
に
な
っ

て
い
っ
た
（
114
）
。

と
こ
ろ
が
永
徳
二
年
に
至
っ
て
洞
院
家
は
、
そ
の
左
馬
寮
領
を

足
利
義
満
に
よ
り
没
収
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

事
の
発
端
は
、
洞
院
家
当
主
公
定
が
懺
法
の
場
に
お
い
て
「
荒

言
」
を
吐
い
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
不
快
と
し
た
義

満
に
よ
り
、
洞
院
家
は
「
家
門
領
以
下
悉
以
」
没
収
さ
れ
て
し
ま

う
。「
此
外
家
領
等
大
略
飛
行
」
し
て
い
た
洞
院
家
は
、
家
領
の

核
を
成
す
左
馬
寮
領
ま
で
喪
失
し
た
こ
と
に
よ
り
「
一
家
之
滅

亡
」
の
危
機
に
陥
り
、
衰
退
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
（
115
）
。

こ
の
よ
う
な
洞
院
家
の
没
落
が
、
南
都
に
お
け
る
東
門
院
の
相

承
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
も
公
定
か

ら
没
収
さ
れ
た
左
馬
寮
領
は
、
義
満
の
計
ら
い
に
よ
っ
て
今
出
川

公
直
に
与
え
ら
れ
て
い
る
（
116
）
。
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
今
出

川
家
は
、
洞
院
家
に
代
わ
っ
て
東
門
院
主
を
輩
出
す
る
よ
う
に
な

っ
た
一
族
で
あ
る
。
左
馬
寮
領
の
知
行
者
の
変
化
と
東
門
院
主
職

の
相
承
の
変
化
は
、
密
接
に
関
連
す
る
出
来
事
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

東
門
院
主
職
の
相
承
の
変
化
は
、
永
徳
二
年
に
起
き
た
洞
院
公

定
の
没
落
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
れ
に

よ
り
鎌
倉
期
以
来
続
い
た
洞
院
家
出
身
者
に
よ
る
東
門
院
主
職
相

承
は
断
絶
し
、
以
後
洞
院
家
出
身
者
が
東
門
院
主
と
な
る
こ
と
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

第
四
章

東
門
院
相
承
の
転
換
期

―
光
尋
〜
孝
祐
に
よ
る
相
承
―

洞
院
家
に
代
わ
っ
て
東
門
院
を
家
産
と
し
た
今
出
川
家
で
あ
っ

た
が
、
そ
の
状
態
は
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
。
公
尋
の
入
滅
後
、

東
門
院
主
と
な
っ
た
人
物
に
つ
い
て
は
不
明
で
、
廻
請
に
も
そ
の

名
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
公
尋
入
滅
の
翌
年
、
今
出
川

家
は
疫
病
の
流
行
に
よ
り
公
行
や
公
富
を
失
い
、「（
今
出
川
公
行
）

左
府
子
孫
忽

断
絶
、
家
門
已
滅
亡
歟
」
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
か
ら
（
117
）
、
一
族
か

ら
東
門
院
主
を
輩
出
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
こ
に
鎌
倉
初
期
よ
り
二
〇
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
続
い
て

い
た
閑
院
流
藤
原
氏
に
よ
る
東
門
院
主
職
の
相
承
は
、
終
焉
を
迎

え
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
東
門
院
主
に
は
誰
が
就
任
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

応
永
二
九
年
二
月
、「
南
都
東
門
院
坊
人
」
筑
前
（
元
・
慶
千

代
）
が
貞
成
の
許
を
訪
れ
て
い
る
。
筑
前
は
貞
成
に
と
っ
て
、

「
故
僧
正
」（
�
円
尋
）
が
上
洛
し
て
今
出
川
家
を
訪
れ
た
際
に

「
連
々
見
馴
者
」
で
あ
っ
た
と
い
う
（
118
）
。
こ
の
記
事
か
ら
、
院
主
に

つ
い
て
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
院
家
と
し
て
は
相
続
し
て
い

史
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た
ら
し
い
こ
と
が
窺
え
る
。

し
か
し
、
永
享
元
年
（
一
四
二
九
）
九
月
に
催
行
さ
れ
た
将
軍

足
利
義
教
の
南
都
下
向
に
際
し
て
、
義
教
に
対
し
て
引
物
を
進
上

し
た
院
家
の
中
に
東
門
院
の
名
は
見
当
た
ら
な
い
（
119
）
。
ま
た
、
春
日

八
講
の
副
曳
に
つ
い
て
興
福
寺
の
良
家
達
が
提
出
し
た
注
進
状
に

も
、
東
門
院
主
ら
し
き
人
物
の
名
は
見
出
せ
な
い
（
120
）
。
よ
っ
て
院
家

と
し
て
は
存
続
し
な
が
ら
も
、
院
主
職
は
他
の
院
主
に
よ
り
兼
帯

さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

永
享
五
年
に
な
る
と
、
再
び
独
自
の
東
門
院
主
が
立
て
ら
れ
た

よ
う
で
あ
る
。『
看
聞
日
記
』
永
享
五
年
一
月
一
四
日
条
に
、
東

門
院
某
が
貞
成
の
許
に
挨
拶
に
訪
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、

し
か
も
「
初
参
也
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
東
門
院
某
は
、

院
主
就
任
後
は
じ
め
て
の
挨
拶
を
貞
成
に
対
し
て
行
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
永
享
七
年
に
他
の
院
家
と
と
も
に
貞
成
に
対
し
て
歳
末
の

挨
拶
を
し
て
い
る
「
東
門
院
」
も
、
こ
の
東
門
院
某
と
同
一
人
物

と
み
ら
れ
る
（
121
）
。

そ
れ
で
は
こ
の
東
門
院
某
と
は
ど
の
よ
う
な
人
物
な
の
で
あ
ろ

う
か
。
東
門
院
某
の
実
名
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
記
事
が
参

考
に
な
る
。

【
史
料
七
】
『
雑
事
記
』
寛
正
五
年
（
一
四
六
四
）
八
月
九
日
条

一
、
仏
地
院
家
事
、
本
願
者
上
人
御
房
之
御
弟
子
ニ
良
盛
僧

正
是
也
、
其
後
院
家
相
続
如
形
、
先
途
以
上
無
之
、
年

久
成
広
野
了
、
孝
俊
僧
正
再
興
之
、
相
承
次
第
又
如
此
、

孝
尋
法
務

大
僧
正

大
乗
院

孝
俊
僧
正

大
納
言
、
東
北

院
・
竹
林
院
・

仏
地
院
後
本
願

東
門
院

孝
円
大
僧
正

大
乗
院

興
雅
権
大
僧
都

来
迎
院
大
納
言

実
意
僧
正

法
雲
院
大
納
言

経
覚
大
僧
正

大
乗
院

ヽ

ヽ

東
北
院
大
納
言

俊
尊

任
円
東
北
院
大
納
言

任
俊
得
業

仏
地
院
大
納
言

尊
俊
禅
師

仏
地
院
大
納
言

公
尋
法
眼

東
門
院
太
政
大
臣

光
盛
得
業

仏
地
院
大
納
言

俊
円
大
僧
正

仏
地
院
・
東
北
院
大
納
言

竹
林
院

光
尊
得
業

仏
地
院
大
納
言

光
尋
得
業

仏
地
院
大
納
言
、
東
門
院

俊
祐
権
大
僧
都

仏
地
院
大
納
言

興
福
寺
東
門
院
の
相
承

三
七
（
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三
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こ
の
記
事
は
、
孝
俊
が
仏
地
院
を
再
興
し
た
こ
と
に
関
連
し
て
、

仏
地
院
の
相
承
と
孝
俊
周
辺
の
血
脈
次
第
を
尋
尊
が
書
き
記
し
た

も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
東
門
院
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
孝
俊
・

公
尋
・
孝
祐
・
光
尋
が
、
永
享
年
間
に
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
立

場
に
あ
っ
た
の
か
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
孝
俊
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。
孝
俊
は
「
南
方
日
野
息
」

と
さ
れ
る
日
野
流
出
身
者
で
あ
る
（
122
）
。【
史
料
七
】
で
尋
尊
が
記
し

て
い
る
よ
う
に
仏
地
院
の
中
興
本
願
で
あ
り
、
応
永
二
六
年
に
興

福
寺
別
当
を
退
任
し
て
後
に
僧
正
に
叙
さ
れ
て
い
る
（
123
）
。
後
述
す
る

よ
う
に
嘉
吉
年
間
（
一
四
四
一
〜
一
四
四
三
）
に
は
東
門
院
主
で

あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
永
享
年
間
に
東
門
院
主
で
あ
っ
た
と
い

う
徴
証
は
管
見
の
限
り
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
も
東
門
院
の
名

が
確
認
さ
れ
る
『
看
聞
日
記
』
の
永
享
七
年
の
記
事
で
は
、
仏
地

院
主
と
し
て
貞
成
に
挨
拶
し
て
お
り
、
東
門
院
主
と
は
別
人
で
あ

る
こ
と
が
判
明
す
る
（
124
）
。『
看
聞
日
記
』
の
永
享
五
年
の
記
事
に
み

え
る
「
東
門
院
」
と
同
七
年
の
記
事
に
み
え
る
「
東
門
院
」
が
同

一
人
物
で
あ
る
と
仮
定
す
れ
ば
、
孝
俊
は
少
な
く
と
も
永
享
五
年

か
ら
七
年
ま
で
は
東
門
院
主
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

ま
た
、
公
尋
は
既
述
の
通
り
す
で
に
入
滅
し
て
い
る
た
め
永
享
年

間
の
東
門
院
主
に
は
該
当
せ
ず
、
後
述
す
る
よ
う
に
孝
祐
も
、
こ

の
世
に
生
を
受
け
た
ば
か
り
の
た
め
該
当
し
な
い
。
残
る
光
尋
に

つ
い
て
は
、【
史
料
七
】
か
ら
孝
俊
の
弟
子
で
「
仏
地
院
大
納

言
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
も
の
の
、
永
享
二
年
の

廻
請
に
「
光
尋
大
法
師
」
と
み
え
る
こ
と
以
外
（
125
）
、
俗
系
な
ど
も
全

く
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
法
名
に
「
光
」
の
字
を
使
用
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
孝
俊
と
同
様
に
日
野
流
出
身
者
の
可
能
性
が
考
え
ら

乗
俊
法
印
権
大
僧
都

竹
林
院
中
納
言

孝
祐
東
門
院
大
納
言

公
円
禅
師

中
納
言

尋
実
禅
師

大
乗
院

尋
尊
大
僧
正

大
乗
院

尋
雅
得
業

二
位

尊
誉

政
覚
大
乗
院
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れ
る
（
126
）
。
室
町
時
代
の
興
福
寺
の
院
家
に
は
日
野
流
で
あ
る
日
野
家

や
広
橋
家
、
烏
丸
家
な
ど
の
出
身
者
が
多
数
入
室
し
て
お
り
（
127
）
、
今

出
川
家
か
ら
院
主
を
迎
え
ら
れ
な
か
っ
た
東
門
院
が
、
他
の
院
家

と
同
様
に
そ
の
よ
う
な
家
か
ら
院
主
を
迎
え
入
れ
た
と
い
う
こ
と

は
充
分
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

右
で
検
討
し
た
四
人
の
う
ち
、
永
享
五
年
の
時
点
に
お
い
て
東

門
院
主
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
の
は
光
尋
だ
け
で
あ
る
。
さ
ら

に
光
尋
が
孝
俊
の
弟
子
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
公
尋
入
滅

後
し
ば
ら
く
は
仏
地
院
主
で
あ
っ
た
孝
俊
が
東
門
院
主
を
兼
帯
し

て
い
た
が
、
永
享
五
年
頃
に
師
資
相
承
の
形
を
と
っ
て
光
尋
が
東

門
院
主
に
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
光
尋
が
院
主
で
あ
っ
た
の
は
非
常
に
短
い
期
間
で

あ
っ
た
。

【
史
料
八
】
『
看
聞
日
記
』
永
享
八
年
七
月
一
八
日
条

（
前
略
）
抑
聞
、
南
都
東
門
院
無
主
也
、
仍
自（
足
利
義
教
）

公
方
光
（
�
秀
）

明
院

ニ
被
下
云
々
、
此
門
跡
窮
困
無
極
、
仍
被
下
云
々
、（
鷲
尾
隆
遠
）

鷲
尾
中

将
親
昵
云
々
、

右
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
永
享
八
年
七
月
当
時
、
東
門
院
に
は
院

主
が
い
な
か
っ
た
ら
し
い
。
そ
こ
で
将
軍
足
利
義
教
が
窮
困
し
て

い
た
光
明
院
�
秀
を
院
主
に
据
え
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
前
述
の

よ
う
に
光
尋
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
い
が
、
永
享
八
年
七
月

以
前
に
光
尋
が
入
滅
、
も
し
く
は
没
落
し
た
た
め
に
、
東
門
院
主

が
不
在
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

光
尋
に
代
わ
っ
て
院
主
と
な
っ
た
�
秀
は
、
鷲
尾
隆
敦
の
息
で

あ
る
（
128
）
。
東
門
院
主
職
を
「
公
方
」
か
ら
与
え
ら
れ
た
と
あ
る
こ
と

か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
義
教
か
ら
重
用
さ
れ
て
お
り
、
翌
永
享

九
年
に
は
上
首
（
権
別
当
）
の
実
意
を
超
越
し
て
興
福
寺
別
当
に

補
任
さ
れ
た
（
129
）
。

と
こ
ろ
が
、
嘉
吉
元
年
六
月
二
四
日
に
足
利
義
教
が
赤
松
満
祐

に
よ
っ
て
暗
殺
さ
れ
る
と
（
130
）
、
南
都
に
お
い
て
そ
れ
ま
で
義
教
の
権

勢
を
背
景
に
行
動
し
て
い
た
者
た
ち
に
対
し
て
、
興
福
寺
僧
の
不

満
が
爆
発
し
た
。

義
教
の
死
去
か
ら
五
日
後
の
六
月
二
九
日
、
六
方
衆
を
中
心
と

す
る
興
福
寺
勢
は
、
東
大
寺
に
対
し
て
発
向
し
た
（
131
）
。
義
教
と
関
係

が
深
く
、
興
福
寺
と
対
立
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
東
大
寺
西
院
大

夫
法
眼
見
賢
を
討
伐
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
結
果
見
賢
は
没
落

し
、
見
賢
が
奈
良
に
お
い
て
所
有
し
て
い
た
莫
大
な
財
産
も
興
福

寺
に
没
収
さ
れ
た
（
132
）
。

し
か
し
六
方
衆
の
怒
り
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
収
ま
ら
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

【
史
料
九
】
『
大
乗
院
日
記
目
録
』
嘉
吉
元
年
七
月
一
〇
日
条

十
日
、
六
方
蜂
起
、
東
門
院
坊
事
、
如
元
可
被
返
付
仏
地
院
之

興
福
寺
東
門
院
の
相
承
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由
、
問
答
�
秀
僧
正
畢
、
可
返
渡
云
々
、
此
間
儀
者
、

為
上
意
故
無
力
云
々
、

次
寺
務
職
事
、
可
被
辞
退
之
由
同
申
之
、
得
其
意
云
々
、

（
下
略
）

見
賢
の
討
伐
が
終
わ
っ
て
か
ら
日
も
浅
い
七
月
一
〇
日
、
再
び

六
方
衆
が
蜂
起
し
た
。
し
か
し
今
回
の
蜂
起
は
東
大
寺
や
見
賢
に

対
す
る
も
の
で
は
な
く
、
当
時
興
福
寺
別
当
の
地
位
に
あ
っ
た
�

秀
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
蜂
起
で
六
方
衆
は
、
�
秀
に

対
し
て
東
門
院
を
仏
地
院
に
「
如
元
」
く
返
付
す
る
こ
と
と
寺
務

を
退
く
こ
と
を
要
求
し
、
�
秀
は
そ
れ
ら
を
い
ず
れ
も
了
承
し
た

と
い
う
の
で
あ
る
。

【
史
料
九
】
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
東
門
院
に
関
す
る
記
述
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
東
門
院
を
仏
地
院
に
「
如
元
」
く
返
付
せ
よ

と
い
う
こ
と
は
、
�
秀
が
永
享
八
年
に
東
門
院
主
に
就
任
す
る
以

前
、
東
門
院
は
仏
地
院
の
管
理
下
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。
先
ほ
ど
公
尋
入
滅
後
は
仏
地
院
主
で
あ
る
孝
俊
が
東

門
院
主
職
を
兼
帯
し
、
そ
の
後
そ
の
弟
子
の
光
尋
へ
と
院
主
職
の

相
承
が
な
さ
れ
た
と
推
測
し
た
が
、
今
回
の
六
方
衆
に
よ
る
要
求

は
、
そ
の
推
測
を
裏
付
け
る
。
つ
ま
り
東
門
院
は
、
長
年
に
わ
た

る
閑
院
流
藤
原
氏
出
身
者
に
よ
る
院
主
職
の
相
承
が
断
絶
し
た
後
、

仏
地
院
の
庇
護
の
下
で
存
続
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
133
）
。

か
か
る
状
況
に
よ
り
、
孝
俊
は
再
び
東
門
院
主
職
を
兼
帯
し
た

と
み
ら
れ
る
が
、
ま
も
な
く
入
滅
し
て
し
ま
う
（
134
）
。
そ
の
後
仏
地
院

主
職
は
俊
祐
（
烏
丸
豊
光
息
）
が
相
承
し
た
が
（
135
）
、
東
門
院
主
職
も

相
承
し
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
（
136
）
。
し
か
し
、
俊
祐
が
東
門
院

の
坊
舎
に
し
か
使
用
で
き
な
い
室
生
山
の
神
木
を
仏
地
院
の
坊
舎

の
た
め
に
使
用
し
た
こ
と
を
尋
尊
が
非
難
し
て
い
る
の
で
（
137
）
、
俊
祐

が
東
門
院
に
対
し
て
何
ら
か
の
権
利
を
有
し
て
い
る
と
意
識
し
て

い
た
ら
し
い
こ
と
は
窺
え
る
。

と
こ
ろ
が
そ
の
俊
祐
も
宝
徳
二
年
に
早
世
し
て
し
ま
う
（
138
）
。
仏
地

院
主
職
は
東
北
院
俊
円
（
裏
松
重
光
息
）
が
兼
帯
す
る
こ
と
に
な

っ
た
が
（
139
）
、
東
門
院
主
職
に
つ
い
て
は
一
切
不
明
で
あ
る
。

し
ば
ら
く
の
史
料
的
空
白
期
間
を
経
て
、
次
に
東
門
院
主
で
あ

る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
が
、
小
島
持
言
息
の
孝
祐
で
あ
る
（
140
）
。
孝

祐
は
永
享
九
年
の
生
ま
れ
で
（
141
）
、
孝
俊
の
弟
子
と
さ
れ
る
（
142
）
。
享
徳
元

年
（
一
四
五
二
）
に
受
戒
し
、
史
料
上
で
は
長
禄
二
年
（
一
四
五

八
）
頃
か
ら
東
門
院
を
冠
称
さ
れ
て
い
る
（
143
）
。
寛
正
六
年
に
権
別
当
、

応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）
に
別
当
に
就
任
し
、
僧
階
も
僧
正
ま
で

昇
っ
た
（
144
）
。『
雑
事
記
』
永
正
元
年
（
一
五
〇
四
）
六
月
三
日
条
に

孝
祐
の
一
周
忌
が
営
ま
れ
た
と
の
記
事
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
文
亀

三
年
（
一
五
〇
三
）
に
入
滅
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
孝
祐
の
弟
子
と
し
て
東
門
院
に
迎
え
ら
れ
た
の
が
北
畠
教

史
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具
息
の
孝
尊
で
あ
る
。
孝
尊
以
後
も
孝
縁
・
孝
憲
と
北
畠
氏
か
ら

東
門
院
へ
の
入
室
が
相
次
ぎ
、
戦
国
末
期
に
至
る
ま
で
東
門
院
は

北
畠
氏
出
身
者
に
よ
っ
て
相
承
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
雑
駁
で
は
あ
る
が
、

数
百
年
に
わ
た
る
東
門
院
主

職
の
相
承
に
つ
い
て
み
て
き

た
。
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
し

た
歴
代
の
院
主
を
表
に
す
る

と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

こ
の
う
ち
、
東
門
院
と
北

畠
氏
の
関
係
を
考
え
る
う
え

で
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、

修
円
の
存
在
で
あ
る
。
前
述

の
通
り
修
円
は
、
室
生
寺
を

師
で
あ
る
賢
憬
か
ら
受
け
継

い
で
発
展
さ
せ
た
こ
と
で
知

ら
れ
て
い
る
が
、
室
町
期
の

室
生
寺
は
北
畠
氏
と
の
繋
が

り
が
深
か
っ
た
と
さ
れ
る
（
145
）
。

そ
し
て
そ
の
室
生
寺
近
辺
に
対
し
て
東
門
院
は
、
お
そ
ら
く
修
円

と
の
縁
を
根
拠
と
し
て
（
146
）
、
権
益
を
有
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
北
畠

氏
と
東
門
院
は
、
室
生
寺
を
媒
介
と
し
て
繋
が
る
可
能
性
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

興福寺東門院主一覧（初代から孝祐まで）

終 見

承元３年（１２０９）

建長４年（１２５２）

正安２年（１３００）

徳治３年（１３０８）

応長２年（１３１２）

文和２年（１３５３）

貞治６年（１３６７）

応永２７年（１４２０）

永享７年（１４３５）

嘉吉元年（１４４１）

嘉吉３年（１４４３）

文亀３年（１５０３）

※表中の空欄は不明であることを示す。
※「初見」「終見」は史料上のそれであり、実際の院主在職期間はそれより
前後する可能性がある。

初 見

文治２年（１１８６）

建保２年（１２１４）

正嘉２年（１２５８）

延慶元年（１３０８）

元徳元年（１３２９）

文和３年（１３５４）

嘉慶２年（１３８８）

永享５年（１４３３）

永享８年（１４３６）

嘉吉元年（１４４１）

長禄２年（１４５８）

院 主

仁秀

修円

尋忠

尋恵

公縁

実修

覚円

良守

（覚円？）

賢秀

実縁

円尋

公尋

（孝俊？）

光尋

�秀

孝俊

孝祐

出身氏族

藤原氏

藤原氏（西園寺家）

藤原氏（洞院家）

藤原氏（西園寺家）

藤原氏（洞院家）

藤原氏（洞院家）

藤原氏（洞院家）

藤原氏（今出川家）

藤原氏（今出川家）

藤原氏（日野家？）

藤原氏（鷲尾家）

藤原氏（日野家）

藤原氏（小島家）

興
福
寺
東
門
院
の
相
承

四
一
（
三
一
七
）



ま
た
、
長
期
に
わ
た
る
閑
院
流
藤
原
氏
出
身
者
に
よ
る
院
主
職

相
承
が
室
町
期
に
至
っ
て
断
絶
し
た
こ
と
も
、
北
畠
氏
か
ら
の
入

室
を
可
能
に
し
た
条
件
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
特
に
孝

祐
の
東
門
院
主
職
相
承
は
、
そ
れ
ま
で
の
東
門
院
主
職
の
相
承
に

と
っ
て
も
、
孝
祐
の
次
代
か
ら
始
ま
る
北
畠
氏
出
身
者
に
よ
る
相

承
に
と
っ
て
も
、
非
常
に
画
期
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら

の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
紙
幅
が
尽
き
て
い
る
の
で
稿
を
改

め
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
、
ひ
と
ま
ず
擱
筆
し
た
い
。

注（
１
）
永
島
福
太
郎
「
公
�
子
弟
の
南
都
寺
院
進
出
と
そ
の
管
領
」

（
同
『
奈
良
文
化
の
伝
流
』〈
目
黒
書
店
、
一
九
五
一
年
〉
所
収
、

初
出
一
九
三
九
年
）、
竹
内
理
三
「
寺
院
の
封
建
化
」（
同
『
竹
内

理
三
著
作
集
』
五
〈
角
川
書
店
、
一
九
九
九
年
〉
所
収
、
初
出
一

九
四
九
年
）
な
ど
。

（
２
）
院
家
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
永
村
眞
「「
院
家
」
の
創
設
と
発

展
」（
同
『
中
世
東
大
寺
の
組
織
と
経
営
』〈
塙
書
房
、
一
九
八
九

年
〉
所
収
）
参
照
。

（
３
）
以
上
の
興
福
寺
院
家
に
関
す
る
説
明
は
、
前
掲
注（
１
）永
島
氏

論
文
参
照
。

（
４
）
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』（『
増
補
続
史
料
大
成
』。
以
下
『
雑
事

記
』
と
略
す
）
文
明
四
年
四
月
一
三
日
条
、『
東
院
年
中
行
事
記
』

五
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真
帳
『
大
乗
院
文
書
』〈
請
求

記
号
六
一
七
一
―
六
五
―
三
三
―
一
三
八
〉）
同
日
条
。

（
５
）
拙
稿
「
室
町
時
代
の
「
知
行
主
」
―
「
伊
勢
国
司
」
北
畠
氏
を

例
と
し
て
―
」（『
史
学
雑
誌
』
一
一
六
―
一
一
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
６
）
『
雑
事
記
』
文
明
六
年
一
一
月
二
五
日
条
。

（
７
）
小
林
秀
「
伊
勢
国
司
北
畠
氏
の
領
域
支
配
の
一
側
面
―
一
族
衆

を
中
心
に
―
」（
藤
田
達
生
編
『
伊
勢
国
司
北
畠
氏
の
研
究
』〈
吉

川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年
〉
所
収
）
三
頁
。

（
８
）
前
掲
注（
１
）永
島
氏
論
文
。

（
９
）
富
貴
原
章
信
「
第
二
回
の
衰
微
」（
同
『
日
本

中
世

唯
識
仏
教
史
』

〈
大
東
出
版
社
、
一
九
七
五
年
〉
所
収
）。

（
１０
）
高
山
京
子
「
門
跡
の
組
織
」（
同
『
中
世
興
福
寺
の
門
跡
』〈
勉

誠
出
版
、
二
〇
一
〇
年
〉
所
収
）。

（
１１
）
同
史
料
に
は
複
数
の
異
本
が
存
在
す
る
が
、
管
見
の
限
り
そ
の

書
誌
学
的
検
討
は
い
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
、
類
本

中
最
も
情
報
量
が
豊
富
と
み
ら
れ
、『
大
日
本
仏
教
全
書
興
福
寺

叢
書
二
』（
潮
書
房
、
一
九
三
一
年
）
や
『
続
々
群
書
類
従
第
二
』

（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
六
九
年
）
に
も
翻
刻
さ
れ
て
い
る
、

六
巻
本
『
興
福
寺
別
当
次
第
』（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
影
写

本
〈
請
求
記
号
三
〇
一
六
―
八
〉）
を
使
用
し
た
。

（
１２
）
前
掲
注（
１
）永
島
氏
論
文
。

（
１３
）
前
掲
注（
９
）富
貴
原
氏
論
文
。

（
１４
）
前
掲
注（
１０
）高
山
氏
論
文
。

（
１５
）
永
島
「
南
都
仏
教
の
後
退
」（
前
掲
注（
１
）永
島
氏
著
書
所
収
、

初
出
一
九
三
九
年
）
四
三
一
頁
。

（
１６
）
福
山
敏
男
「
室
生
寺
の
建
立
年
代
」（
同
『
日
本
建
築
史
の
研

究
』〈
綜
芸
舎
、
一
九
八
〇
年
〉
所
収
、
初
出
一
九
三
五
・
一
九
三

史
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六
年
）、
前
注
永
島
氏
論
文
、
猪
熊
兼
繁
「
修
円
僧
都
と
室
生
寺
弥

勒
堂
」（『
史
迹
と
美
術
』
一
一
一
、
一
九
四
〇
年
）、
薗
田
香
融

「
草
創
期
室
生
寺
を
め
ぐ
る
僧
侶
の
動
向
」（
読
史
会
編
『
国
史
論

集
（
一
）』〈
同
会
、
一
九
五
九
年
〉
所
収
）、
堀
池
春
峰
「
宀
一
山

図
と
室
生
寺
」（『
日
本
仏
教
史
学
』
一
一
、
一
九
七
六
年
）、
逵
日

出
典
「
室
生
寺
に
於
け
る
宗
教
的
個
性
の
成
立
」（
同
『
室
生
寺
史

の
研
究
』〈
巌
南
堂
書
店
、
一
九
七
九
年
〉
所
収
）
な
ど
。

た
だ
し
こ
の
う
ち
逵
氏
は
、
複
数
の
説
が
あ
る
修
円
の
別
当
在

任
期
間
に
つ
い
て
検
討
す
る
際
に
、『
興
福
寺
別
当
次
第
』
の
修
円

条
に
「
或
本
云
、
弘
仁
十
三
年
比
也
、
自
延
暦
廿
二
年
至
弘
仁
十

三
年
所
経
廿
年
也
、
其
間
執
行
誰
人
哉
云
々
」
と
あ
る
こ
と
を
根

拠
と
し
て
、
延
暦
二
二
年
（
八
〇
三
）
か
ら
弘
仁
一
三
年
（
八
二

二
）
ま
で
修
円
が
別
当
に
在
任
し
た
と
す
る
説
が
あ
っ
た
こ
と
を

紹
介
し
て
い
る
。
し
か
し
、
同
史
料
に
第
三
代
別
当
で
あ
る
行
賀

が
延
暦
二
二
年
に
遷
化
し
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏

ま
え
れ
ば
、
当
該
記
事
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
「
あ
る
本
に
は
、

『
修
円
の
任
別
当
時
期
は
弘
仁
一
三
年
頃
で
あ
る
。
修
円
の
前
任
者

で
あ
る
行
賀
が
延
暦
二
二
年
に
遷
化
後
、
修
円
が
別
当
に
任
じ
ら

れ
た
弘
仁
一
三
年
ま
で
二
〇
年
あ
る
が
、
そ
の
間
誰
が
執
行
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
』
と
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
当
該
記

事
は
修
円
の
任
別
当
期
間
に
つ
い
て
述
べ
た
記
事
で
は
な
い
こ
と

が
判
明
す
る
。
ま
た
こ
の
記
事
か
ら
、「
執
行
」
と
は
、
別
当
職
務

の
代
行
者
の
こ
と
を
指
す
こ
と
も
わ
か
る
。

（
１７
）
「
特
発
弘
誓
創
建
伝
法
院
、
安
置
千
仏
千
塔
弥
勒
浄
土
、
積
納

大
小
乗
経
律
論
章
疏
、
以
為
恒
転
法
輪
之
場
、
以
為
鎮
護
衆
生
之

処
、
以
上
深
密
会

縁
起
文
、

」
と
あ
る
。

（
１８
）
前
掲
注（
１６
）福
山
氏
論
文
以
下
の
諸
論
文
。

（
１９
）
前
掲
注（
１５
）永
島
氏
論
文
。

（
２０
）
『
中
右
記
』（『
大
日
本
古
記
録
』）
承
徳
二
年
（
一
〇
九
八
）
一

〇
月
一
五
日
条
に
、「
又
伝
法
院
事
、
件
院
修
円
僧
都
建
立
後
十
余

代
伝
来
」
と
あ
る
。

（
２１
）
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
改
め
て
触
れ
る
予
定
で
あ
る
。

（
２２
）
『
史
料
纂
集
』。
な
お
国
立
公
文
書
館
架
蔵
写
真
帳
（
請
求
記
号

古
二
三
―
三
七
七
）
に
よ
り
校
訂
を
行
っ
た
。

（
２３
）
『
興
福
寺
別
当
次
第
』
慈
訓
少
僧
都
条
。

（
２４
）
『
興
福
寺
別
当
次
第
』
前
大
僧
正
雅
縁（
第
三
度
）条
に
、「

（
円
玄
）

東
北

院
・

（
公
縁
）

東
門
院
争
不
被
制
誡
申
乎
」
と
あ
る
。
当
該
時
期
の
別
当
で

あ
る
雅
縁
は
、
姫
宮
を
南
都
に
迎
え
て
「
宮
御
乳
母
」
に
な
ろ
う

と
画
策
し
て
い
た
が
、
興
福
寺
大
衆
が
こ
れ
に
猛
反
発
し
、
結
局

雅
縁
は
別
当
退
任
に
追
い
込
ま
れ
た
。
そ
の
過
程
で
、
雅
縁
の

「
近
習
僧
綱
」
で
あ
っ
た
東
北
院
円
玄
と
東
門
院
公
縁
が
衆
勘
を
受

け
た
こ
と
を
記
し
た
の
が
本
記
事
で
あ
る
（
公
縁
に
つ
い
て
は
後

述
す
る
）。
な
お
本
記
事
に
つ
い
て
は
、
安
田
次
郎
「
雑
役
免
荘
園

と
院
家
領
荘
園
」（
同
『
中
世
の
興
福
寺
と
大
和
』〈
山
川
出
版
社
、

二
〇
〇
一
年
〉
所
収
、
初
出
一
九
九
〇
年
）、
末
柄
豊
「
中
世
に
お

け
る
薬
師
寺
別
当
職
の
相
承
に
つ
い
て
」（
勝
俣
鎮
夫
編
『
寺
院
・

検
断
・
徳
政
―
戦
国
時
代
の
寺
院
史
料
を
読
む
』〈
山
川
出
版
社
、

二
〇
〇
四
年
〉
所
収
）、
石
附
敏
幸
「
承
元
四
年
の
信
円
と
雅
縁
」

（『
堯
榮
文
庫
研
究
紀
要
』
六
、
二
〇
〇
五
年
）
参
照
。

（
２５
）
『
諸
会
式
廻
請
写
』・『
故
廻
請
之
写
』。
本
稿
で
は
東
京
大
学
史

料
編
纂
所
架
蔵
写
真
帳
『
興
福
寺
史
料
』（
請
求
記
号
六
一
七
〇
�

六
五
―
七
）
に
拠
っ
た
。

興
福
寺
東
門
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（
２６
）
林
文
子
「
鎌
倉
期
に
お
け
る
興
福
寺
学
衆
の
法
会
出
仕
―
『
故

廻
請
之
写
』
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
佐
藤
道
子
編
『
中
世
寺
院
と
法

会
』〈
法
蔵
館
、
一
九
九
四
年
〉
所
収
）、
前
掲
注（
２４
）末
柄
氏
論

文
。

（
２７
）
寿
永
二
年
八
月
二
八
日
・
元
暦
元
年
八
月
二
八
日
及
び
元
暦
二

年
八
月
一
九
日
付
の
各
法
華
会
講
問
廻
請
写
（
い
ず
れ
も
『
故
廻

請
之
写
』）
に
東
門
院
の
名
は
な
い
。
し
か
し
【
史
料
三
】
に
み
え

る
「
東
門
院
法
眼
」
の
前
後
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
僧
の
名
と
、
前

年
の
元
暦
二
年
の
廻
請
に
み
え
る
「
長
谷
寺
法
眼
」
の
前
後
に
挙

げ
ら
れ
て
い
る
僧
の
名
は
完
全
に
一
致
し
て
い
る
。
ま
た
「
長
谷

寺
法
眼
」
の
名
は
寿
永
二
年
や
元
暦
元
年
の
廻
請
に
お
い
て
も
確

認
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
遅
く
と
も
寿
永
二
年
ま
で
に
は
「
長
谷
寺

法
眼
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
た
僧
侶
が
、
文
治
二
年
以
後
に
「
東
門

院
法
眼
」
と
呼
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

（
２８
）
興
福
寺
所
蔵
（『
興
福
寺
典
籍
文
書
』
第
一
三
函
三
号
）。
奥
書

に
は
、
尋
尊
が
長
禄
二
年
（
一
四
五
八
）
六
月
に
「
宗
門
御
本
」

を
以
て
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で

は
、
奈
良
文
化
財
研
究
所
架
蔵
写
真
帳
（
請
求
記
号
〇
九
三
�
六

五
―
五
―
四
〇
―
一
三
�
一
）
に
拠
っ
た
。
な
お
永
島
福
太
郎
氏

は
、「
室
町
中
期
に
大
乗
院
尋
尊
が
記
し
た
も
の
」
を
基
に
長
谷
寺

別
当
の
一
覧
表
を
作
成
し
て
い
る
が
（
同
『
豊
山
前
史
』〈
総
本
山

長
谷
寺
、
一
九
六
三
年
〉
三
一
頁
）、
そ
の
「
室
町
中
期
に
大
乗
院

尋
尊
が
記
し
た
も
の
」
と
は
、
本
史
料
の
こ
と
で
あ
る
と
み
ら
れ

る
。

（
２９
）
『
中
臣
祐
重
記
』（『
増
補
続
史
料
大
成
』）
文
治
二
年
八
月
一
一

日
条
、『
玉
葉
』（
国
書
刊
行
会
本
）
建
久
二
年
閏
一
二
月
二
四
日

条
。
中
野
祥
利
「
平
安
末
期
の
興
福
寺
禅
南
院
―
大
乗
院
宗
覚
を

中
心
に
―
」（『
堯
榮
文
庫
研
究
紀
要
』
七
、
二
〇
〇
七
年
）
参
照
。

（
３０
）
『
東
寺
文
書
』
甲
号
外
三
〇
号
。
翻
刻
は
『
資
料
館
紀
要
』
一

八
（
京
都
府
立
総
合
資
料
館
、
一
九
九
〇
年
）。
同
史
料
の
記
事
が

信
頼
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
上
島
享
「
中
世
神
話
の
創
造

―
長
谷
寺
縁
起
と
南
都
世
界
―
」（
同
『
日
本
中
世
社
会
の
形
成
と

王
権
』〈
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
〉
所
収
、
初
出
二
〇

〇
六
年
）
参
照
。

（
３１
）
『
興
福
寺
別
当
次
第
』
権
別
当
法
印
玄
縁
条
に
、「
安
元
二
年
丙

申
三
月
日
補
長
谷
寺
別
当
」
と
あ
る
。

（
３２
）
『
尊
卑
分
脈
』（
新
訂

増
補
『
国
史
大
系
』）
道
隆
公
孫
、
尋
忠
項
。

（
３３
）
『
雑
事
記
』
文
明
六
年
（
一
四
七
四
）
九
月
条
後
付
の
「
法
相

宗
僧
綱
等
」
の
中
に
、「

興
ヽ

研
学

尋
忠
法
印

尋
範
・
玄
縁
弟
子
」
と
あ
る
。

（
３４
）
『
維
摩
講
師
研
学
竪
義
次
第
』（
中
巻
）
承
安
元
年
条
（
コ
ロ
タ

イ
プ
版
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
三
年
）。
ち
な
み
に
同
条
に
よ
れ

ば
、
尋
忠
は
当
初
、
尭
詮
の
代
わ
り
と
し
て
花
山
院
忠
雅
息
男
の

忠
恵
と
と
も
に
前
年
の
嘉
応
二
年
（
一
一
七
〇
）
に
研
学
竪
義
を

務
め
る
予
定
で
あ
っ
た
。
し
か
し
大
衆
が
、
維
摩
会
の
研
学
は

「
良
家
子
」
と
「
修
学
者
」
の
各
一
人
が
遂
業
す
べ
き
で
あ
り
、
二

人
と
も
良
家
出
身
者
と
い
う
の
は
先
例
に
背
く
と
し
て
訴
え
た
た

め
、
尋
忠
は
辞
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
翌
承
安
元
年
の
維
摩
会

で
は
、
一
度
は
弘
永
と
信
宗
が
研
学
竪
義
を
務
め
る
と
定
め
ら
れ

た
も
の
の
、
後
白
河
法
皇
が
そ
れ
を
覆
し
、
よ
う
や
く
尋
忠
は
研

学
竪
義
を
遂
業
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。
尋
忠
は
兄
で
あ
る

信
頼
と
同
様
に
、
後
白
河
法
皇
の
庇
護
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
窺

わ
れ
る
。

史

学

第
八
〇
巻

第
四
号

四
四
（
三
二
〇
）



（
３５
）
『
維
摩
講
師
研
学
竪
義
次
第
』（
下
巻
）
養
和
元
年
条
。
前
注
の

コ
ロ
タ
イ
プ
版
の
解
題
に
下
巻
の
み
翻
刻
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、

本
稿
で
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
影
写
本
（
請
求
記
号
三
〇

一
六
―
七
六
）
に
拠
っ
た
。
た
だ
し
同
影
写
本
の
書
名
は
『
維
摩

、会
講
師
研
学
竪
義
次
第
』
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、『
僧
綱
補
任

残
闕
』（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真

帳
『
僧
綱
補
任
』〈
請
求
記
号
六
一
一
六
―
三
〉）
に
も
尋
忠
に
関

す
る
記
事
が
見
出
せ
る
が
、
そ
こ
で
は
寿
永
二
年
時
点
で
は
「
尊

忠
」
と
称
し
て
お
り
、
翌
三
年
に
は
「
尋
忠
」
と
改
め
、
さ
ら
に

そ
の
翌
年
の
元
暦
二
年
に
は
「
尋
恵
」
と
称
し
た
と
あ
る
。
し
か

し
「
尊
忠
」
の
名
を
『
維
摩
講
師
研
学
竪
義
次
第
』
な
ど
で
確
認

で
き
ず
、
ま
た
「
尋
恵
」
と
い
う
僧
は
実
在
す
る
も
の
の
、
尋
忠

と
は
年
代
が
符
合
し
な
い
た
め
、
い
ず
れ
の
名
も
「
尋
忠
」
の
誤

記
と
み
ら
れ
る
。
な
お
、
尋
恵
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

（
３６
）
建
永
元
年
八
月
二
七
日
付
法
華
会
講
問
廻
請
写
で
は
第
一
四
位

に
「
東
門
院
法
眼
」
の
名
が
み
え
る
が
、
翌
建
永
二
年
八
月
二
四

日
付
法
華
会
講
問
廻
請
写
で
は
「
東
門
院
法
印
」
と
な
っ
て
お
り
、

�
次
も
第
六
位
に
上
昇
し
て
い
る
。（
い
ず
れ
の
廻
請
写
も
『
故
廻

請
之
写
』）。

（
３７
）
承
元
三
年
ヵ
八
月
一
六
日
付
法
華
会
講
問
廻
請
写
。
本
廻
請
の

本
文
の
年
付
は
承
元
二
年
で
あ
る
が
、
表
書
に
は
承
元
三
年
と
あ

る
。
ま
た
、
承
元
二
年
付
の
法
華
会
講
問
廻
請
は
別
に
存
在
す
る

こ
と
か
ら
（
承
元
二
年
八
月
二
一
日
付
法
華
会
講
問
廻
請
写
）、
本

廻
請
は
承
元
三
年
の
も
の
で
あ
り
、
書
写
す
る
際
に
年
付
を
誤
っ

た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
（
い
ず
れ
の
廻
請
写
も
『
故
廻
請
之
写
』）。

（
３８
）
『
承
元
四
年
信
円
記
』
同
年
二
月
二
五
日
条
に
「
尋
忠
法
印
入

滅
了
」
と
あ
る
。
な
お
同
史
料
に
つ
い
て
は
、『
堯
榮
文
庫
研
究
紀

要
』
第
六
号
所
収
の
各
論
文
を
参
照
。

（
３９
）
承
元
四
年
八
月
二
五
日
付
法
華
会
講
問
廻
請
写
（『
故
廻
請
之

写
』）。

（
４０
）
『
鎌
倉
遺
文
』
一
三
七
〇
三
号
。
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
架
蔵

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
『
兼
仲
�
記
自
弘
安
七
年
十
月
一
日
至
十
一

月
三
十
日
』（『
廣
橋
家
旧
蔵
記
録
文
書
典
籍
類
』、
請
求
記
号
Ｈ
六

三
―
七
八
五
）
に
よ
り
校
訂
を
行
っ
た
。

（
４１
）
永
村
眞
「「
門
跡
」
と
門
跡
」（
大
隅
和
雄
編
『
中
世
の
仏
教
と

社
会
』〈
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
〉
所
収
）。

（
４２
）
前
掲
注（
３２
）。
尋
忠
の
姉
妹
が
藤
原
基
実
に
嫁
ぎ
、
基
通
を
産

ん
で
い
る
。

（
４３
）
『
山
槐
記
』（『
増
補
史
料
大
成
』）
治
承
三
年
一
一
月
二
八
日
条

及
び
『
公
�
補
任
』
文
治
二
年
条
な
ど
。

（
４４
）
た
だ
し
実
際
に
復
興
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
興
福
寺
別
当
信
円

で
あ
っ
た
。
安
田
次
郎
「
中
世
興
福
寺
と
信
円
」（
前
掲
注（
２４
）同

氏
著
書
所
収
、
初
出
二
〇
〇
〇
年
）
参
照
。

（
４５
）
『
雑
事
記
』
文
明
九
年
四
月
二
二
日
条
。

（
４６
）
た
と
え
ば
、
一
乗
院
歴
代
門
跡
の
中
で
も
頼
信
は
「
法
務
権
僧

正
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
が
、
伊
豆
国
に
流
罪
に
な
っ
た
恵
信
は

「
伊
豆
僧
正
御
房
」、
菩
提
山
で
入
滅
し
た
信
円
は
「
菩
提
山
僧
正

御
房
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
（『
簡
要
類
聚
鈔
』
第
一
〈『
一
乗
院

文
書
』〉）。『
簡
要
類
聚
鈔
』
に
つ
い
て
は
、
大
山
喬
平
「
近
衛
家

と
南
都
一
乗
院
―
「
簡
要
類
聚
鈔
」
考
―
」（
岸
俊
男
教
授
退
官
記

念
会
編
『
日
本
政
治
社
会
史
研
究
』
下
〈
塙
書
房
、
一
九
八
五

年
〉
所
収
）
参
照
。
な
お
本
稿
で
は
、
京
都
大
学
文
学
部
日
本
史

興
福
寺
東
門
院
の
相
承

四
五
（
三
二
一
）



研
究
室
古
文
書
室
所
蔵
原
本
に
拠
っ
た
。

（
４７
）
『
維
摩
講
師
研
学
竪
義
次
第
』（
下
巻
）
文
治
元
年
条
。

（
４８
）
『
東
大
寺
続
要
録
』（『
大
日
本
史
料
』
同
日
条
収
載
）。

（
４９
）
『
猪
隈
関
白
記
』
正
治
元
年
八
月
六
日
条
（『
大
日
本
史
料
』
同

年
六
月
二
二
日
条
収
載
）、『
殿
記
』
元
久
元
年
一
二
月
二
三
日
条

（『
大
日
本
史
料
』
同
年
一
二
月
一
四
日
条
収
載
）。

（
５０
）
『
簡
要
類
聚
鈔
』
第
一
、
生
馬
庄
項
。

（
５１
）
元
暦
元
年
八
月
二
八
日
付
法
華
会
講
問
廻
請
写
（『
故
廻
請
之

写
』）。

（
５２
）
い
ず
れ
も
『
故
廻
請
之
写
』
収
載
の
廻
請
写
。

（
５３
）
元
久
元
年
八
月
二
二
日
付
法
華
会
講
問
廻
請
写
（『
故
廻
請
之

写
』）。

（
５４
）
承
久
元
年
（
一
二
一
九
）
八
月
二
五
日
付
法
華
会
講
問
廻
請
写

以
後
、
貞
応
二
年
（
一
二
二
三
）
八
月
二
六
日
付
同
廻
請
写
ま
で

「
定
南
院
法
印
」
の
名
を
確
認
で
き
る
（
い
ず
れ
も
『
故
廻
請
之

写
』）。

（
５５
）
建
保
六
年
一
〇
月
二
三
日
付
慈
恩
会
講
問
廻
請
写
（『
故
廻
請

之
写
』）。

（
５６
）
『
類
聚
世
要
抄
』
第
一
〇
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
レ
ク

チ
グ
ラ
フ
『
成
簣
堂
古
文
書
』〈
請
求
記
号
六
八
〇
〇
―
二
〇
〇

―
八
四
〉）。
な
お
春
日
八
講
や
季
行
事
に
つ
い
て
は
、
稲
葉
伸
道

「
春
日
社
季
頭
物
と
春
日
八
講
」（
同
『
中
世
寺
院
の
権
力
構
造
』

〈
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
〉
所
収
、
初
出
一
九
九
四
年
）
参
照
。

（
５７
）
建
保
二
年
一
一
月
九
日
付
慈
恩
会
上
�
出
仕
結
番
帳
写
（『
故

廻
請
之
写
』）。

（
５８
）
『
維
摩
講
師
研
学
竪
義
次
第
』（
下
巻
）
承
元
元
年
条
に
、
公
縁

に
つ
い
て
「
実
明
�
息
、
尋
忠
法
印
弟
子
、
依
学
師
順
高
律
師
、

又
雅
縁
大
僧
正
弟
子
」
と
あ
る
。

（
５９
）
『
維
摩
講
師
研
学
竪
義
次
第
』（
下
巻
）
同
右
条
な
ら
び
に
建
暦

三
年
条
。

（
６０
）
『
類
聚
世
要
抄
』
第
一
三
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
レ
ク

チ
グ
ラ
フ
『
成
簣
堂
古
文
書
』〈
請
求
記
号
六
八
〇
〇
―
二
〇
〇

―
八
六
〉）。

（
６１
）
建
保
三
年
七
月
一
〇
日
付
僧
聖
俊
田
地
流
状
（『
東
大
寺
文

書
』〈『
鎌
倉
遺
文
』
二
一
六
九
号
〉）。

（
６２
）
右
同
。

（
６３
）
建
保
四
年
二
月
日
付
僧
長
慧
田
地
売
券
（『
東
大
寺
文
書
』

〈『
鎌
倉
遺
文
』
二
二
一
五
号
〉）。

（
６４
）
安
田
「
大
乗
院
の
譲
状
・
置
文
」（
前
掲
注（
２４
）同
氏
著
書
所

収
）。

（
６５
）
承
久
元
年
に
行
遍
は
二
八
歳
で
維
摩
会
研
学
を
務
め
て
い
る
の

で
（『
維
摩
講
師
研
学
竪
義
次
第
』（
下
巻
）
承
久
元
年
条
）、
尋
忠

入
滅
当
時
は
一
九
歳
で
あ
る
。

（
６６
）
前
掲
注（
２４
）、
特
に
安
田
氏
論
文
。

（
６７
）
『
興
福
寺
別
当
次
第
』
前
法
務
大
僧
正
雅
縁
（
第
二
度
）
条
。

（
６８
）
元
興
寺
別
当
在
任
に
つ
い
て
は
『
諸
寺
別
当
并
維
摩
会

天
台
三
会

講
師
等

次
第
』
収
載
「
元
興
寺
別
当
次
第
」、
寛
元
四
年
（
一
二
四
六
）
三

月
一
〇
日
付
元
興
寺
別
当
東
門
院
公
縁
水
田
譲
状
（『
春
日
大
社
文

書
』〈
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一
年
〉
二
〇
六
号
）
を
、
興
福
寺
別

当
在
任
に
つ
い
て
は
『
興
福
寺
別
当
次
第
』
権
僧
正
公
縁
条
を
参

照
。
な
お
公
縁
は
、
建
長
二
年
（
一
二
五
〇
）
一
月
二
一
日
に
別

当
に
補
任
さ
れ
た
後
、
在
任
わ
ず
か
九
ヵ
月
あ
ま
り
と
い
う
短
期

史
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間
で
退
任
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
公
縁
が
師
で
あ
る
一
乗
院
門
跡

実
信
と
「
義
絶
」
し
て
し
ま
い
、
公
縁
の
別
当
職
務
遂
行
が
困
難

に
な
っ
た
た
め
の
よ
う
で
あ
る
（『
岡
屋
関
白
記
』〈『
大
日
本
古
記

録
』〉
同
年
一
〇
月
二
六
日
条
）。

（
６９
）
建
長
四
年
九
月
一
日
付
法
華
会
講
問
廻
請
写
（『
故
廻
請
之

写
』）。

（
７０
）
『
興
福
寺
略
年
代
記
』
同
年
条
。

（
７１
）
安
田
次
郎
「
実
玄
と
そ
の
時
代
」（
前
掲
注（
２４
）同
氏
著
書
所

収
）。

（
７２
）
『
尊
卑
分
脈
』
公
季
公
孫
、
実
修
項
。

（
７３
）
建
長
五
年
一
〇
月
二
一
日
付
慈
恩
会
講
問
廻
請
写
（『
故
廻
請

之
写
』）。

（
７４
）
正
嘉
二
年
一
〇
月
二
九
日
付
慈
恩
会
講
問
廻
請
写
（『
故
廻
請

之
写
』）。

（
７５
）
正
安
二
年
五
月
一
九
日
付
心
経
会
廻
請
写
（『
諸
会
式
廻
請

写
』）。

（
７６
）
『
尊
卑
分
脈
』
公
季
公
孫
、
良
守
項
。

（
７７
）
伯
父
（
叔
父
）・
甥
間
の
相
続
は
、
院
家
相
承
に
お
い
て
最
も

一
般
的
な
相
続
方
法
で
あ
る
。
前
掲
注（
７１
）安
田
氏
論
文
参
照
。

（
７８
）
正
安
三
年
一
〇
月
日
付
慈
恩
会
出
仕
結
番
帳
写
（『
故
廻
請
之

写
』）。

（
７９
）
延
慶
元
年
一
〇
月
二
七
日
付
慈
恩
会
講
問
廻
請
写
（『
故
廻
請

之
写
』）。

（
８０
）
『
保
井
家
古
文
書
』
の
う
ち
。
同
書
に
は
歴
代
の
東
門
院
主
と

し
て
、
円
尋
・
孝
祐
・
孝
憲
・
覚
円
・
孝
縁
の
五
名
が
こ
の
順
序

で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
覚
円
の
ほ
か
、
円
尋
・
孝
祐
は
室
町
時

代
、
孝
縁
・
孝
憲
は
戦
国
時
代
の
東
門
院
主
で
あ
る
（
後
述
）。
な

お
本
稿
で
は
、
同
館
架
蔵
写
真
帳
『
保
井
家
古
文
書
聚
成
』
四
五

（
請
求
記
号
二
一
四
�
七
―
五
九
三
―
四
五
）
に
拠
っ
た
。
ま
た
以

下
で
同
書
に
つ
い
て
言
及
す
る
際
に
は
、
保
井
本
『
興
福
寺
院
家

伝
』
と
呼
称
す
る
。

（
８１
）
『
興
福
寺
別
当
次
第
』
僧
正
覚
円
条
・
前
法
務
大
僧
正
覚
円

（
第
二
度
）
条
及
び
、
興
福
寺
所
蔵
『
興
福
寺
院
家
伝
』。
興
福
寺

本
『
興
福
寺
院
家
伝
』
は
『
大
日
本
仏
教
全
書
興
福
寺
叢
書
二
』

（
名
著
普
及
会
、
一
九
八
〇
年
）
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
が
本
稿
で
は
、

奈
良
文
化
財
研
究
所
架
蔵
写
真
帳
（
請
求
記
号
〇
九
三
�
六
五

―
五
―
四
〇
―
四
七
�
三
）
に
拠
っ
た
。
な
お
、
興
福
寺
本
『
興

福
寺
院
家
伝
』
と
保
井
本
『
興
福
寺
院
家
伝
』
は
、
書
名
は
同
一

な
が
ら
そ
の
記
述
内
容
や
方
針
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
た
と

え
ば
、
前
者
は
東
北
院
な
ど
の
有
力
院
家
に
つ
い
て
詳
細
に
記
す

一
方
、
他
の
院
家
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
言
及
が
な
い
の
に
対
し
、

後
者
は
簡
略
な
記
述
な
が
ら
多
く
の
院
家
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

（
８２
）
和
田
英
松
「
春
日
権
現
験
記
に
就
い
て
」（
同
『
国
史
国
文
之

研
究
』〈
雄
山
閣
、
一
九
二
六
年
〉
所
収
、
初
出
一
九
一
七
年
）、

永
島
福
太
郎
「「
春
日
権
現
験
記
絵
」
の
成
立
と
そ
の
時
代
」（
野

間
清
六
編
『
新
修
日
本
絵
巻
物
全
集
』
一
六
・
春
日
権
現
験
記
絵

〈
角
川
書
店
、
一
九
七
八
年
〉
所
収
）、
末
柄
豊
「『
春
日
権
現
験
記

絵
』
の
奉
納
を
め
ぐ
っ
て
」（『
日
本
歴
史
』
六
九
五
、
二
〇
〇
六

年
）
な
ど
。

（
８３
）
徳
治
三
年
八
月
一
二
日
付
三
蔵
会
出
仕
結
番
帳
写
、
同
年
閏
八

月
二
九
日
付
法
華
会
講
問
廻
請
写
、
延
慶
元
年
一
〇
月
二
七
日
付

慈
恩
会
講
問
廻
請
写
（
い
ず
れ
も
『
故
廻
請
之
写
』）。

興
福
寺
東
門
院
の
相
承

四
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（
８４
）
興
福
寺
に
お
い
て
院
主
職
の
兼
任
は
よ
く
み
ら
れ
る
状
況
で
あ

り
、
東
門
院
主
で
あ
っ
た
公
縁
も
東
北
院
主
を
兼
任
し
て
い
た
時

期
が
あ
る
（
保
井
本
・
興
福
寺
本
『
興
福
寺
院
家
伝
』
東
北
院
項
）。

（
８５
）
延
慶
二
年
八
月
三
〇
日
付
法
華
会
講
問
廻
請
写
（『
故
廻
請
之

写
』）。

（
８６
）
応
長
二
年
一
月
日
付
三
蔵
会
出
仕
結
番
帳
写
（『
故
廻
請
之

写
』）。

（
８７
）
前
掲
注（
７６
）に
同
じ
。

（
８８
）
元
徳
二
年
後
六
月
二
日
付
心
経
会
廻
請
写
（『
諸
会
式
廻
請

写
』）。

（
８９
）
元
応
二
年
一
〇
月
二
五
日
付
慈
恩
会
講
問
廻
請
写
（『
故
廻
請

之
写
』）。

（
９０
）
正
中
二
年
（
一
三
二
五
）
九
月
九
日
付
法
華
会
講
問
廻
請
写
や

元
徳
元
年
一
〇
月
日
付
慈
恩
会
出
仕
結
番
帳
写
（
い
ず
れ
も
『
故

廻
請
之
写
』）
な
ど
。

（
９１
）
同
日
付
東
門
院
坊
官
ヵ
清
寛
奉
書
案
（『
東
南
院
文
書
』〈『
鎌

倉
遺
文
』
三
〇
八
三
三
号
〉）。

（
９２
）
建
武
二
年
（
一
三
三
五
）
一
二
月
五
日
付
慈
恩
会
講
問
廻
請
写
、

康
永
二
年
一
〇
月
二
八
日
付
同
廻
請
写
（
い
ず
れ
も
『
故
廻
請
之

写
』）
な
ど
。

（
９３
）
観
応
二
年
四
月
七
日
付
三
蔵
会
影
供
廻
請
写
、
観
応
二
年
一
〇

月
一
五
日
付
慈
恩
会
講
問
廻
請
写
、
文
和
二
年
二
月
一
三
日
付
御

影
供
請
僧
廻
請
写
（
い
ず
れ
も
『
諸
会
式
廻
請
写
』）、
貞
治
六
年

一
月
八
日
付
慈
恩
会
講
問
廻
請
（『
春
日
大
社
文
書
』
一
九
二
号
）。

（
９４
）
『
園
太
暦
』（『
史
料
纂
集
』）
文
和
二
年
五
月
二
一
日
条
。

（
９５
）
『
園
太
暦
』
延
文
二
年
三
月
九
日
条
。
な
お
当
該
記
事
や
当
該

期
の
興
福
寺
内
部
で
の
抗
争
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注（
７１
）安
田
氏

論
文
参
照
。

（
９６
）
『
寺
院
細
々
引
付
』（『
大
日
本
史
料
』
応
安
三
年
雑
載
〈
仏

寺
〉
条
収
載
）。

（
９７
）
『
尊
卑
分
脈
』
公
季
公
孫
、
賢
秀
項
。

（
９８
）
同
年
四
月
一
八
日
付
大
乗
院
孝
覚
書
状
案
（『
御
挙
状
等
執
筆

引
付
』）。
本
史
料
は
『
大
日
本
史
料
』
文
和
三
年
雑
載
（
仏
寺
）

条
に
も
収
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
「

（
上
）

□
東
門
院
領
相
楽

庄
」
と
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
国
立
公
文
書
館
架
蔵
写
真
帳

（
請
求
記
号
古
二
六
―
四
九
九
）
で
確
認
す
る
限
り
、「
上
」
の
字

の
痕
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
。

（
９９
）
当
該
期
に
お
け
る
三
宝
院
賢
俊
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
森
茂
暁

「
三
宝
院
賢
俊
に
つ
い
て
」（
同
『
中
世
日
本
の
政
治
と
文
化
』〈
吉

川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
〉
所
収
、
初
出
一
九
九
〇
年
）
参
照
。

（
１００
）
（
延
文
元
年
ヵ
）
一
〇
月
一
四
日
付
後
光
厳
天
皇
綸
旨
（
東
京

大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
影
写
本
『
吉
田
文
書
』〈
請
求
記
号
三
〇
七

一
�
六
四
―
二
二
―
三
〉）。

（
１０１
）
『
園
太
暦
』
延
文
二
年
一
一
月
五
日
条
。

（
１０２
）
応
安
四
年
某
日
付
三
蔵
会
影
供
廻
請
写
（『
諸
会
式
廻
請
写
』）。

（
１０３
）
永
徳
四
年
一
月
八
日
付
心
経
会
廻
請
写
（『
諸
会
式
廻
請
写
』）。

（
１０４
）
嘉
慶
二
年
一
月
六
日
付
心
経
会
廻
請
写
（『
諸
会
式
廻
請
写
』）。

（
１０５
）
至
徳
二
年
四
月
七
日
付
三
蔵
会
影
供
廻
請
写
（『
諸
会
式
廻
請

写
』）。

（
１０６
）
『
尊
卑
分
脈
』
公
季
公
孫
、
実
縁
項
。

（
１０７
）
『
尊
卑
分
脈
』
や
『
三
会
定
一
記
』（
明
徳
四
年
維
摩
会
、『
大

日
本
史
料
』
同
年
一
二
月
一
六
日
条
収
載
）
に
よ
れ
ば
公
行
息

史
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（
実
富
兄
弟
）
で
あ
る
が
、
保
井
本
『
興
福
寺
院
家
伝
』
に
は
「
権

別
当
権
僧
正
円
尋

菊
亭
右
大
将
舎
弟
」
と
あ
る
。
公
行
は
右
大
将
に
補

任
さ
れ
て
い
る
が
（『
公
�
補
任
』
応
永
六
年
条
）、
実
富
は
補
任

さ
れ
な
い
ま
ま
死
去
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
菊
亭
右
大
将
」

は
実
富
の
こ
と
で
は
な
く
公
行
の
こ
と
と
な
り
、
円
尋
も
公
行
の

兄
弟
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、『
看
聞
日
記
』（『
図
書
寮
叢
刊
』）
応
永
二
五
年
（
一
四

一
八
）
二
月
二
七
日
条
に
は
「
東
門
院
左
府

舎
兄
」
と
い
う
表
現
が
み
ら

れ
る
。
こ
の
「
東
門
院
」
に
つ
い
て
は
円
尋
で
あ
る
と
確
定
で
き

な
い
も
の
の
、
前
後
の
文
脈
か
ら
「
左
府
」
は
公
行
の
こ
と
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。『
看
聞
日
記
』
記
主
貞
成
親
王
は
、
幼
少
の
頃

か
ら
応
永
一
八
年
に
四
〇
歳
で
元
服
す
る
ま
で
今
出
川
家
に
居
住

し
て
お
り
、
今
出
川
家
の
事
情
に
は
精
通
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る

か
ら
、
同
時
代
史
料
に
あ
る
本
表
現
は
信
頼
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
公
行
の
兄
弟
が
東
門
院
主
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、

さ
ら
に
円
尋
を
公
行
の
兄
弟
と
す
る
記
述
が
保
井
本
『
興
福
寺
院

家
伝
』
に
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
東
門
院
主
で
あ
っ
た
円
尋
は
公

行
の
兄
弟
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
貞
成
親
王
や
『
看
聞

日
記
』
に
つ
い
て
は
、
横
井
清
『
室
町
時
代
の
一
皇
族
の
生
涯

『
看
聞
日
記
』
の
世
界
』（
講
談
社
学
術
文
庫
一
五
七
二
、
二
〇
〇

二
年
、
初
出
一
九
七
九
年
）
参
照
。

（
１０８
）
『
興
福
寺
別
当
次
第
』
僧
正
実
恵
条
・
権
僧
正
円
尋
条
。

（
１０９
）
前
掲
注（
１０７
）。

（
１１０
）
『
図
書
寮
叢
刊
看
聞
日
記
』
二
（
宮
内
庁
書
陵
部
、
二
〇
〇
四

年
）
四
五
頁
。

（
１１１
）
前
掲
注（
１０７
）。

（
１１２
）
応
永
二
六
年
一
月
日
付
心
経
会
廻
請
写
（『
故
廻
請
之
写
』）。

（
１１３
）
『
三
会
定
一
記
』（
応
永
二
四
年
維
摩
会
、『
大
日
本
史
料
』
同

年
一
〇
月
一
六
日
条
収
載
）。

（
１１４
）
南
北
朝
・
室
町
期
の
洞
院
家
領
に
つ
い
て
は
、
末
柄
豊
「
洞
院

公
数
の
出
家
―
東
山
御
文
庫
本
『
洞
院
家
今
出
川
家
相
論
之
事
』

か
ら
―
」（
田
島
公
編
『
禁
裏
・
公
家
文
庫
研
究

第
一
輯
』〈
思

文
閣
出
版
、
二
〇
〇
三
年
〉
所
収
）
が
詳
し
い
。

（
１１５
）
前
注
及
び
『
荒
暦
』
永
徳
二
年
一
〇
月
一
六
日
・
二
三
日
条
。

な
お
『
荒
暦
』
の
書
誌
情
報
と
翻
刻
に
つ
い
て
は
、
桃
崎
有
一
郎

「
史
料
紹
介
『
荒
暦
』
永
徳
元
年
・
二
年
記
の
翻
刻
」（『
年
報
三
田

中
世
史
研
究
』
一
二
、
二
〇
〇
五
年
）
参
照
。

（
１１６
）
『
荒
暦
』
永
徳
二
年
一
〇
月
二
三
日
条
。

（
１１７
）
『
看
聞
日
記
』
応
永
二
八
年
八
月
九
日
条
。
な
お
、
公
行
息
で

あ
り
公
富
の
実
父
で
あ
っ
た
実
富
は
、「
公
武
時
宜
不
快
」（
同

条
）
の
た
め
、
今
出
川
家
の
相
続
を
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。『
公
家

事
典
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
）
閑
院
流
今
出
川
家
解
説
参

照
。

（
１１８
）
『
看
聞
日
記
』
応
永
二
九
年
二
月
二
三
日
条
。

（
１１９
）
『
室
町
殿
御
翫
延
年
等
日
記
』（
内
閣
文
庫
蔵
）。
同
書
の
解
題

と
翻
刻
に
つ
い
て
は
、
藝
能
史
研
究
會
編
『
日
本
庶
民
文
化
史
料

集
成
』
第
二
巻
田
楽
・
猿
楽
（
三
一
書
房
、
一
九
七
四
年
）
参
照
。

（
１２０
）
永
享
三
年
九
月
一
一
日
付
と
み
ら
れ
る
連
署
状
に
は
、
空
俊

（
喜
多
院
主
）・
堯
照
（
不
明
）・
重
覚
（
西
南
院
主
）・
貞
兼
（
松

林
院
主
）・
兼
堯
（
慈
恩
院
主
）・
俊
円
（
東
北
院
主
）・
実
意
（
法

雲
院
主
）・
�
秀
（
光
明
院
主
）・
良
雅
（
勝
願
院
主
）・
守
能
（
禅

光
院
主
）・
覚
雅
（
密
厳
院
主
）・
兼
昭
（
松
洞
院
主
）・
�
雅
（
北

興
福
寺
東
門
院
の
相
承

四
九
（
三
二
五
）



戒
壇
院
主
）・
孝
俊
（
仏
地
院
主
）・
円
暁
（
東
院
主
）
な
ど
が
署

名
し
て
い
る
（
括
弧
内
に
示
し
た
院
主
在
職
の
徴
証
に
つ
い
て
は

煩
雑
に
な
る
の
で
省
略
し
た
）。

（
１２１
）
『
看
聞
日
記
』
永
享
七
年
一
二
月
二
六
日
条
。

（
１２２
）
『
大
乗
院
日
記
目
録
』（『
増
補
続
史
料
大
成
』）
嘉
吉
三
年
（
一

四
四
三
）
一
一
月
六
日
条
に
、「
仏
地
院
僧
正
孝
俊
法
隆
寺
別
当

入
滅

了
、
此
孝
俊
ハ
南
方
日
野
息
也
、
大
乗
院
大
僧
正
孝
尋
之
弟
子
也
、

仏
地
院
中
興
也
」
と
あ
る
。

ち
な
み
に
孝
俊
の
出
自
に
つ
い
て
、『
尊
卑
分
脈
』
は
裏
松
資
康

息
と
し
て
い
る
。
一
方
『
興
福
寺
別
当
三
綱
系
図
』（
東
京
大
学
史

料
編
纂
所
架
蔵
謄
写
本
〈
請
求
記
号
二
〇
一
六
―
二
五
九
〉）
は
、

日
野
資
朝
―
郡
光
―
資
義
―
孝
俊
と
繋
げ
て
い
る
。
ま
た
『
興
福

寺
三
綱
補
任
』（『
続
群
書
類
従
』〈
第
四
輯
下
補
任
部
〉）
も
孝
俊

を
資
朝
の
子
孫
と
し
て
お
り
、『
大
乗
院
日
記
目
録
』
の
「
南
方
日

野
息
」
の
所
伝
と
符
合
す
る
。
ゆ
え
に
孝
俊
の
出
自
は
資
朝
の
子

孫
で
あ
り
、
興
福
寺
に
入
室
す
る
に
あ
た
っ
て
資
康
の
猶
子
と
さ

れ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
推
測
の
域
を
出
る
も

の
で
は
な
い
。

（
１２３
）
興
福
寺
本
『
興
福
寺
院
家
伝
』
東
北
院
条
孝
俊
項
。

（
１２４
）
前
掲
注（
１２１
）の
記
事
に
お
い
て
「
仏
持
院
」
と
あ
る
の
が
「
仏

地
院
」
の
こ
と
で
あ
り
、
仏
地
院
主
で
あ
っ
た
孝
俊
を
指
し
て
い

る
。

（
１２５
）
永
享
二
年
一
月
日
付
心
経
会
廻
請
写
（『
諸
会
式
廻
請
写
』）。

（
１２６
）
末
柄
豊
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。
そ
の
例
と
し
て
は
、
東
院
光
曉

（
後
に
円
曉
、
広
橋
仲
光
猶
子
）・
松
林
院
光
雅
（
広
橋
仲
光
猶

子
）・
東
北
院
光
円
（
後
に
俊
円
、
裏
松
重
光
息
）・
修
南
院
光
憲

（
も
と
宣
曉
、
広
橋
兼
宣
息
）・
西
南
院
光
淳
（
裏
松
重
政
息
）
な

ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
１２７
）
前
掲
注（
１
）永
島
氏
論
文
、
森
由
紀
恵
「
室
町
時
代
に
お
け
る

興
福
寺
の
良
家
」（『
奈
良
歴
史
研
究
』
五
六
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
１２８
）
『
尊
卑
分
脈
』
末
茂
孫
、
�
秀
項
。

（
１２９
）
『
興
福
寺
別
当
次
第
』
法
印
権
大
僧
都
�
秀
条
。
し
か
し
、
権

別
当
を
経
ず
に
別
当
に
就
任
で
き
る
の
は
慣
例
的
に
一
乗
院
・
大

乗
院
の
両
門
跡
の
み
で
あ
っ
た
た
め
（『
経
覚
私
要
鈔
』〈『
史
料
纂

集
』〉
宝
徳
二
年
〈
一
四
五
〇
〉
三
月
二
九
日
条
、『
建
内
記
』

〈『
大
日
本
古
記
録
』〉
嘉
吉
元
年
八
月
一
六
日
条
）、
今
回
の
�
秀

の
別
当
補
任
は
「
凡
人
直
任
希
有
也
」（『
興
福
寺
別
当
次
第
』
同

条
）
と
か
「
希
有
新
儀
也
」（『
大
乗
院
日
記
目
録
』
永
享
九
年
一

二
月
一
二
日
条
）
な
ど
と
非
難
さ
れ
て
い
る
（
な
お
「
凡
人
」
と

は
、
非
清
華
家
出
身
の
良
家
僧
の
こ
と
で
あ
る
。
前
掲
注（
１０
）高

山
氏
論
文
参
照
）。

（
１３０
）
『
看
聞
日
記
』
嘉
吉
元
年
六
月
二
四
日
・
二
五
日
条
。

（
１３１
）
六
方
衆
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
澄
夫
「
興
福
寺
六
方
衆
の
研
究

―
と
く
に
発
生
と
性
格
に
つ
い
て
―
」（
同
『
増
訂
畿
内
庄
園
の

基
礎
構
造
下
―
特
に
均
等
名
庄
園
・
摂
関
家
大
番
領
番
頭
制
庄
園

等
に
関
す
る
実
証
的
研
究
―
』〈
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
〇
年
〉
所

収
）
や
稲
葉
伸
道
「
興
福
寺
寺
僧
集
団
の
形
成
と
発
展
」（
前
掲
注

（
５６
）同
氏
著
書
所
収
、
初
出
一
九
八
八
年
）
参
照
。

（
１３２
）
『
大
乗
院
日
記
目
録
』
嘉
吉
元
年
六
月
二
七
日
・
二
九
日
条
。

な
お
本
件
に
つ
い
て
は
、
永
島
福
太
郎
「
金
融
業
の
一
僧
」（『
日

本
歴
史
』
一
三
、
一
九
四
八
年
）
も
参
照
。

（
１３３
）
東
門
院
が
仏
地
院
の
管
理
下
に
置
か
れ
た
理
由
と
し
て
ま
ず
考

史

学

第
八
〇
巻
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四
号
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え
ら
れ
る
の
が
、
当
時
仏
地
院
主
で
あ
っ
た
孝
俊
の
、
興
福
寺
内

外
に
お
け
る
影
響
力
の
大
き
さ
で
あ
る
。
大
乗
院
門
跡
孝
尋
の
弟

子
で
あ
り
、
孝
尋
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
得
度
し
た
（『
大
乗
院
日
記
目

録
』
応
安
七
年
三
月
二
三
日
条
・
同
年
五
月
五
日
条
）
孝
俊
は
、

東
門
院
が
独
自
の
院
主
を
失
っ
た
と
み
ら
れ
る
応
永
末
年
時
、
寺

内
に
お
い
て
は
別
当
も
経
験
し
た
長
老
的
存
在
で
、
僧
階
も
僧
正

で
あ
っ
た
。
寺
外
に
お
い
て
も
、
両
門
跡
と
並
ん
で
将
軍
へ
の
謁

見
を
許
さ
れ
る
な
ど
（『
満
済
准
后
日
記
』〈『
続
群
書
類
従
』〉
正

長
二
年
二
月
二
八
日
条
）
良
家
の
院
主
と
し
て
は
破
格
の
待
遇
を

受
け
て
お
り
、
幕
府
か
ら
の
信
頼
も
厚
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ

の
た
め
、
嘉
吉
年
間
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
尋
尊
と
同
様
に
大
乗

院
門
跡
と
な
り
、
そ
の
門
跡
退
任
後
も
寺
内
に
影
響
力
を
行
使
し

続
け
た
経
覚
も
、
孝
俊
に
対
し
て
は
他
の
良
家
衆
に
対
す
る
そ
れ

よ
り
も
丁
寧
な
書
札
礼
を
採
っ
て
い
た
と
い
う
（『
雑
事
記
』
長
禄

二
年
〈
一
四
五
八
〉
一
〇
月
八
日
条
）。

ま
た
、
東
門
院
の
立
地
も
大
き
な
要
因
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
東
門
院
は
丑
寅
方
に
属
す
る
寺
外
院
家
で
（『
雑
事
記
』
文
明

元
年
〈
一
四
六
九
〉
八
月
一
三
日
条
）、
そ
の
名
称
か
ら
興
福
寺
の

東
門
の
近
辺
に
所
在
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
正
確
な
場
所
は
不
明

で
あ
る
。
し
か
し
、
後
に
仏
地
院
が
荒
廃
し
た
際
、
当
時
の
東
門

院
主
で
あ
っ
た
孝
祐
は
「
為
東
門
院
之
用
心
」
仏
地
院
家
の
小
門

を
閉
じ
さ
せ
て
い
る
（『
雑
事
記
』
文
明
一
七
年
八
月
一
四
日
条
）。

ま
た
仏
地
院
の
築
地
が
崩
れ
た
た
め
、
東
門
院
家
内
に
盗
人
が
入

り
込
む
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
（『
雑
事
記
』
文
明
一
八
年
五
月
二

六
日
条
）。
こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
、
東
門
院
は
仏
地
院
に
隣
接
し
て

存
在
し
て
い
た
と
み
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
関
係
も
あ
っ
て
、
孝
俊

が
東
門
院
主
を
兼
帯
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お

仏
地
院
の
建
築
に
つ
い
て
は
、
川
上
貢
「
中
世
に
お
け
る
私
僧
房

の
建
築
に
つ
い
て
」（
同
『
日
本
中
世
住
宅
の
研
究
〔
新
訂
〕』〈
中

央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
二
年
〉
所
収
、
初
出
一
九
五
三
年
）、

同
「
結
論
」（
同
書
所
収
）
参
照
。

（
１３４
）
『
雑
事
記
』
嘉
吉
三
年
一
一
月
六
日
条
。

（
１３５
）
『
尊
卑
分
脈
』
内
麿
公
孫
、
俊
祐
項
及
び
『
雑
事
記
』
文
明
九

年
一
二
月
条
後
付
。

（
１３６
）
た
と
え
ば
孝
俊
が
所
持
し
て
い
た
釜
口
院
主
職
は
、
孝
俊
入
滅

後
三
年
を
経
て
か
ら
俊
祐
に
相
続
さ
れ
て
お
り
、
俊
祐
は
孝
俊
の

所
職
を
そ
の
ま
ま
す
ぐ
に
は
継
承
で
き
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る

（『
大
乗
院
日
記
目
録
』
文
安
三
年
〈
一
四
四
六
〉
一
二
月
日
条
）。

（
１３７
）
『
雑
事
記
』
文
明
九
年
九
月
二
八
日
条
。

（
１３８
）
『
経
覚
私
要
鈔
』
宝
徳
二
年
六
月
四
日
条
。
た
だ
し
『
大
乗
院

日
記
目
録
』
で
は
、
入
滅
の
日
付
は
宝
徳
三
年
六
月
六
日
と
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
宝
徳
二
年
八
月
に
東
北
院
俊
円
が
仏
地
院
相

続
の
た
め
尋
尊
の
門
弟
と
な
っ
た
こ
と
が
『
経
覚
私
要
鈔
』
に
記

載
さ
れ
て
い
る
の
で
（
八
月
一
七
日
条
）、
俊
祐
の
入
滅
は
そ
れ
以

前
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
１３９
）
『
尊
卑
分
脈
』
内
麿
公
孫
、
俊
円
項
及
び
『
雑
事
記
』
文
明
九

年
一
二
月
条
後
付
。

（
１４０
）
『
雑
事
記
』
享
徳
元
年
一
〇
月
二
二
日
条
や
『
興
福
寺
別
当
次

第
』
法
印
権
大
僧
都
孝
祐
条
な
ど
。
た
だ
し
『
興
福
寺
別
当
次

第
』
で
は
古
川
持
言
息
と
さ
れ
て
い
る
が
、
正
確
で
は
な
い
。
当

時
の
「
飛
騨
国
司
」
姉
小
路
氏
は
、
京
都
を
活
動
の
拠
点
と
す
る

古
川
家
と
、
飛
騨
国
を
活
動
の
拠
点
と
す
る
小
島
家
・
向
家
に
分

興
福
寺
東
門
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裂
し
て
い
た
が
、
持
言
は
小
島
家
に
属
す
る
。
拙
稿
「
北
朝
・
室

町
幕
府
と
飛
�
国
司
姉
小
路
氏
」（『
日
本
歴
史
』
七
三
三
、
二
〇

〇
九
年
）
参
照
。

（
１４１
）
『
興
福
寺
別
当
次
第
』
法
印
権
大
僧
都
兼
雅
条
（
寛
正
六
年
）

に
、
権
別
当
に
就
任
し
た
孝
祐
に
つ
い
て
二
九
歳
で
あ
る
と
注
記

が
あ
る
。

（
１４２
）
【
史
料
七
】
及
び
『
雑
事
記
』
享
徳
元
年
（
一
四
五
二
）
一
〇

月
二
二
日
条
。

（
１４３
）
前
注
及
び
『
経
覚
私
要
鈔
』
長
禄
二
年
三
月
二
七
日
条
。

（
１４４
）
権
別
当
・
別
当
補
任
に
つ
い
て
は
前
掲
注（
１４１
）及
び
『
興
福
寺

別
当
次
第
』
法
印
権
大
僧
都
孝
祐
条
、
叙
僧
正
に
つ
い
て
は
『
雑

事
記
』
寛
正
六
年
一
一
月
九
日
条
。

（
１４５
）
前
掲
注（
１５
）永
島
氏
論
文
、
佐
藤
虎
雄
「
室
生
地
区
の
社
寺
と

文
化
財
」（
室
生
村
史
編
集
委
員
会
『
室
生
村
史
』〈
室
生
村
役
場
、

一
九
六
六
年
〉
所
収
）、
逵
日
出
典
「
中
世
に
於
け
る
室
生
山
内
の

変
質
」（
前
掲
注（
１６
）同
氏
著
書
所
収
、
初
出
一
九
六
五
年
）
な
ど
。

（
１４６
）
前
掲
注（
１３７
）。

【
付
記
】
本
稿
の
執
筆
に
際
し
て
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
デ
ー
タ
ベ

ー
ス
（http://w

w
w
.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/

）
や
国
立
歴
史
民

俗
博
物
館
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（http://w

w
w
.rekihaku.ac.jp/research

/database.htm
l

）
を
使
用
し
た
。
ま
た
本
稿
で
引
用
し
た
史
料
の

閲
覧
に
際
し
て
は
、
京
都
大
学
文
学
部
日
本
史
研
究
室
古
文
書

室
・
国
立
公
文
書
館
・
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
・
天
理
大
学
附
属

天
理
図
書
館
・
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
・
奈
良
文
化
財
研
究
所

（
五
十
音
順
）
の
御
高
配
を
賜
り
、
成
稿
に
至
る
ま
で
に
は
、
安
田

次
郎
氏
や
末
柄
豊
氏
か
ら
種
々
御
教
示
を
賜
っ
た
。
記
し
て
感
謝

申
し
上
げ
る
。

史

学

第
八
〇
巻

第
四
号

五
二
（
三
二
八
）


